
（参考）サービス提供の仕組みの比較  

（参考1）   （参考2）  

現行の認可保育所の  他の社会保障制度   極力規制をなくした  

サービス提供の仕組み   （医療・介護・障害）による   サービス提供の  

サービス提供の仕組み   仕組みの例   

（1）サービスー給  市町村に対する保育の実施義務  ・個人に（2）の判断の範囲内の   ・個人にサービスの必要度に応   
付の保障   （※地域の保育所の受入能力が  じた一定額の受給権  

ない等やむを得ない場合は、  

「その他適切な保護」で足りる   
とする例外有り）   費の給付義務   応じた一定額の給付義務   

（2）給付の必要  市町村において「保育に欠け  診察に当たる医師又は行政（市  市町村において、サービスの   

性・王の判断  る」か否か、及び、優先度につ  町村）が給付の必要性・給付量  必要度を判断。  
いて判断。  又は上限量を判断   

（※受入保育所の決定と一体的  

に実施。）  

（3）サービス選   ・基準を満たした認可保育所の  ・基準を満たした保険医療機関  ・基準を満たした指定事業者   
択・利用方法   中から選択（※定員を超える   又は指定事業者の中から選択  の中から選択、又は、市中の   
（契約関係）   場合は市町村が公平な方法で  提供者から自由に選択  

選考。）  ・利用者が指定事業者と契約  

・利用者が事業者と契約  

・利用者が市町村へ、入所希望  
保育所を記載の上申込み  

（参考1）   （参考2）  

現行の認可保育所の  他の社会保障制度   極力規制をなくした  

サービス提供の仕組み   （医療・介護・障害）による   サービス提供の  

サービス提供の仕組み   仕組みの例   

（4）サービスの  公定価格   公定価格   自由価格   

価格   （※国が地域等に応じ市町村へ  （※国が診療行為やサービス毎  （※事業者が自由に設定）  

交付する「保育所運営費負担  等に応じた費用額を定めてい  
金」を定めている。）   る。）   

（5）給付方法   ・市町村が保育所へ、委託費   ・保険者による現物給付   ・利用者に一定額の利用券又は   

（補助方式）   （運営費）を支払い。   又は  現金を給付。  

市町村が利用者に費用の一定割  
合を給付。  （利用券の場合）事業者が市  

（※実際の資金の流れとしては、保  
険医療機関又は指定事業者が（利用  
者に代理して）保険者（市町村）に  
請求・受領。（代理受領））   

（6）利用者負担  ・市町村が保護者から所得lこ応  ・保険医療機関又は指定事業者  ・事業者が利用者から自由に設  
じた利用料を徴収   に利用者がサービス費用の一定  足したサービス価格から、利  

割合を支払い   用券支給額（定額）を控除し  

（※所得に応じた負担の上限有  た額を徴収  

り。）   （→※利用者負担が増大し、所得に  
よって利用機会が十分保障されない  
可能性）   

28   



（参考）他の社会保障制度のサービス提供の仕組み  

医療（療養の給付）   介護保険   障害（自立支援給付）   保育（認可保育所）   

（1）サービ   ・保険者に患者（被保険  ・個人に要介護認定の範  ・個人に市町村による給付  ・市町村に「保育に欠け   

ス・給付の  者）に対する療養の給付を  圏内のサービス費用の受  決定の範囲内のサービス  る」児童に対する保育の   

保障   義務付け（現物給付）   給権   費用の受給権   実施を義務付け  

（※地域の保育所の受入能  

力がない等やむを得ない場  
合は、「その他適切な保  
護」で足りるとする例外有  

保険診療を委託   一定割合の給付義務   定割合の給付義務   り）  

・市町村は自ら保育を実  
施（公立保育所）、又は妻  
託（私立保育所）   

（2）給付の必  サービス提供者（診察に当  保険者（市町村）において、   市町村において、全国統  ・市町村において、条例   

妻性・量の  たる医師）が給付の必要  全国統一の基準に基づく  －の基準に基づく障害程  で定める基準により「保育   

判断   性・給付圭を判断   要介護認定により、給付の  度区分認定や、障害者を  に欠ける」か否か（サービ  

必要性・上限量を決定   取り巻く環境等を勘案して、  
給付の必要性・給付量を  

決定   （受入保育所の決定と－  

体的実施。）   

（3）サービス  ・基準を満たした保険医療  ・基準を満たした指定事業  ・基準を満たした指定事業  ・基準を満たした認可保   

の選択  機関の中から選択   者の中から選択   者の中から選択   育所の中から選択（※定員  

利用方法  を超える場合、市町村が公平  
な方法で選考。）  

（契約関係）            ・患者（被保険者）が保険  ・利用者が指定事業者と  ・利用者が指定事業者と   ・利用者が市町村へ、入  
医療機関と契約   契約   契約  

所希望保育所を記載の  
上、申込み   

Z  

医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（4）サービス  公定価格   公定価格   公定価格   公定価格   

の価格   （※国が診療行為毎等に  （※国が地域等に応じサー  （※国が地域等に応じサー  （※国が地域等に応じ市  

費用額を定めている。）   ビス毎に費用額を定めて  ビス毎に兼用額を定めて  町村へ交付する「保育所  
いる。）   いる。）   運営費負担金」を定めて  

いる。）   

（5）給付方法  保険者が（現物給付の委  保険者（市町村）は利用者  市町村は利用者に、サー  ・市町村が保育所へ、委   

（補助方式）  託先である）保険医療機関  に、サービス費用の9割を  ビス兼用の9割を給付（利  託費（運営費）を支払い。  
に対し、給付に要する費用  用者補助）。  

を支払い  

（※実際の資金の流れとし  

（Xなお、医療保険の中に   

は、療養費払い（償還払  者に代理して保険者（市  者に代理して市町村に請  
い）も併存。）   町村）に請求・受領。（代  

理受領））   

（6）利用者負  保険医療機関が、患者か  指定事業者が、利用者か  指定事業者が、利用者か  市町村が保護者から所   
担   ら、一部負担（被用者本  ら、サービス費用の1割を  らサービス費用の1割を徴  得に応じた利用料を徴収  

人については費用の3割  徴収（※所得に応じた負  収（※所得に応じた負担の  

等）を徴収（※所得に応じ  上限有り）  

た負担の上限有り）   



医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（7）事業者参  ・保険医療機関の指定拒  ・指定事業者の指定拒否  ・指定事業者の指定拒否  ・保育所の認可拒否には   

入   否事由は法定されている  事由は法定されている  都道府県の裁量性が認  

められている（既存事業  

（指定拒否事由の概要）   者の分布状況の勘案等）  

・当該医療機関に、指定  申請者が   申請者が  

取消など不正が認められ  ・法人格が無い   ・法人格が無い  

る  ・基準に適合しない  ・基準に適合しない  
・開設者又は管理者の  ■刑罰や不正行為等が  ・刑罰や不正行為が  
刑罰や不正行為が認めら  

れる  
認められる  認められる  

場合に指定拒否事由に  
該当。  該当。  

該当。  

※なお、居住系サービス  

※なお、病床数（入院 ベ 
ッド数）については、都道 がにおいて  

府県医療計画  ては、都道府県又は市町  

定める基準量を超えるもの  
いて定める必要量を超え  

として勧告を受けた場合は、  
る場合の指定拒否が可能。  

保険医療機関の指定の拒  
の指定拒否が可能。   

否が可能。  
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医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（8）情報開   ・医療機関に都道府県に  ・指定事業者に都道府県  ・情報開示に関する制度  ・情報開示に関する制   
示・第三者  対する一定の事項（医療  に対する一定の事項（従  は特になし   度は特になし   
評価   従事者の数、治療結果  業者の数、経験年数等）  

情報等）の報告が求めら  

れており、都道府県が  

一括して公表  て公表  
努力義務   

・第三者評価の受審は任  

意（上記の情報開示に  

係る報告事項の対象）   は第三者評価の受審を  
義務付け   
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現行の保育所の認可の仕組み  

（現行の保育所の認可の仕組み）  

○ 現行制度では、  

・五吐血が認可保育所を設置しようとする場合は、都道府県知事への届出  

市町村以外の暑が認可保育所を設置しょうとする場合は、都道府県知事による盈亘  

を経ることとされている。   

○都道府県知事は、市町村以外の者から認可の申請があった場合、都道府県及び市町村による保育需要に   

関する現状分析と将来推計を踏まえ、申請への対応を検討すること（「保育所の設置認可等について」平成十二年児発第二   

九五号通知）とされており、認可の可否に関する裁量が比較的広く認められていも   

○ なお、主体制限については、平成12年に撤廃されており、株式会社やNPO法人の参入も可能。   

ただし、施設整備補助は対象外とされている。  

（認可の効果）  

○現行制度では、市町村に認可保育所における保育の実施義務を課した上で、認可保育所における保育の   

実施に要する費用を市町村が支弁するものとされている。  
（※ 市町村が支弁した保育所運営費の負担割合は、  

・公立保育所は市町村10／10、  
・私立保育所は国1／2、都道府県1／4、市町村1／4。）   

○認可保育所となることの主たる効果は、この市町村による保育所運 営費の支弁にある。   

○また、認可保育所には、児童福祉施設最低基準の遵守が求められている。【→資料4P24】  

（保育の「実施義務の例外」との関係）  

○ 一方で、現行制度における市町村の保育の実施義務には、地域の保育所全体を通じて受入能力がない場合   

を含め、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき」は、認可外保育施設のあっせんを含む「その他   

適切な保護」で足りるものとされていることもあり（→※第12回（9／30）の課題）、待機児童がいる市町村の場合で   

必要な基準を満たしている場合であっても、認可されないことがあり得る。  

（参考）   

斑藷叩 1日現在L  

②患町税∴址会場址温ム以醜独立胤こよ息保育虎児旬の旗頭L＿仁鼻息別鹿互腰止＿  

社団■財団  学転法人  宗敦法人  N戸口  I有限・株式  個人  その他   
it∈】コ   

玉†  
最   8   コ   f   8   5   0   空丁   

Hlコ   可   1D   む   5   ほ   7日   2   ヰコ   

1日   ‡∃lぺ   2   与   t2   9   ロ   ヰ¢   

う1ミ   疇   ヱ1   ロ   8   lT   】2   D   6⊇   

Hエ仁   35   5   12   24   5   4   88   
Il：ア   27   ！蔓 空I   2   2   即   

I1！声   47   0   10   38   ヰ   2   1¢～   
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現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み  

（現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み）   

○ 市町村が策定する整備計画に基づいて、以下の設置主体が保育所の施設整備（新設・修繕・増築等）を行う   

場合に、定員規模、地域等に応じて、補助を行うもの。  

《対象法人》  

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の保育所部分）、日本赤十字社、公益法人   

（※株式会社、NPO法人は対象外。なお、公立保育所の施設整備については平成18年度に一般財源化。）   

《国庫補助単価》 定員90名の新設の場合1施設当たり6千万円（事業費ベース1億2千万円）※加算により異なる   

《費用負担》 定額国1／2相当、市町村1／4相当、設置者1／4相当  

35  

現行の保育所運営費の仕組み  

（現行の保育所運営費の仕組み）  

○ 現行制度においては、  

（1）「基本分保育単価拍〈①地域、②定員規模、③入所児童の年齢に応じて定められ、さらに  

（2）「民間施設給与等改善費加貸Jが職員1人当たりの平均勤続年数に応じて行われる仕組みとなっている。   

※「民間施設給与等改善費加算」については、余剰がなく給与改善等に支障を来すおそれのある民間施設における公私間  

の給与格差是正を目的にしているため、配当支出が行われている保育所については対象とならない。   

※ なお、保育単価は、あくまで国庫負担の基準として設けられており、都道府県・市町村による上乗せは可能。  

【16／100地域（東京23区）の保育単価の例  
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現行の保育所運営費の使途範囲  

○ 現行制度においては、市町村から支弁された保育所運営費については、原則として、人件費・管理費・事業費   
に充てることとされており、以下の要件を満たした場合に、以下の範囲の費用に限り充当が認められている。  
（「保育所運営費の経理等について」（平成12年児発第299号厚生省児童家庭局長通知））  

※当該保育所を設置する法人本部の運営経費へ充当するためには、さらに、前期末支払資金残高の取り崩しについて、市町村  

（社会福祉法人の場合は理事会）の承認を得て、運営に支障が生じない範囲内において行う必要がある。  37  

現行の保育サービスの必要性の判断基準  

（「保育に欠ける」判断の仕組み①－政令による基準）   

○ 市町村が、保育の実施義務を負う対象である「保育に欠ける」児童であるか否かの判断については、「政令   
で定める基準」に従い、．「条例で定める事由」によることとされている。   

O「政令で定める基準」としては、   
以下のいずれかに該当   

土   

保護者と同居親族等が児童の保育ができない場合とされている。   

《保護者の置かれている状況に関する要件》  

① 昼間労働することを常態  

② 同居親族の介護  

《保護者の心身の状況に関する要件》  

③ 妊娠中又は出産直後  
④ 疾病、負傷、又は心身の障害  

《その他》   
⑤ 災害復旧時   
⑥ その他（「前各  に類する状態」）   

◎ 児童福祉法施行令（昭和22年法律第164号）  
第二十七条 法第二十四条第一項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ   

とができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。   
一 昼間労働することを常態としていること。   
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。   
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。   
四 同居の親族を常時介護していること。   
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。   
大 前各号に類する状態にあること。  
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（「保育に欠ける」判断の仕組み②一条例による基準）   

○ 各市町村においては、「政令で定める基準」に従い、「条例で定める」事由により、「保育に欠ける」児童である   

か否かを判断するが、政令とほぼ同内容の条例準則のほか、以下の事項について、個別に通知で解釈を提示   
している。  

① 立並虫でも入所申込みが可能【平成12年通知】   

② 下の子の育児休業取得に際しての上の子の取扱いについては、次年度に小学校入学であるなど  
「入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合」、「発達上環境の変化が好ましくない場合」は、  

継続入所で差し支えない。【平成14年通知】  
③ 母子家庭及び父子家庭については、優先的に取扱うこと。【平成15年通知】※「母子及び寡婦福祉法」で規定  
④ 虐待防止の観点から、保育の実施が必要な児童については、優先的に取扱うこと。【平成16年通知】※「児童  

○ 実際の判断基準となる各市町村の条例を見ると、おおむね以下の傾向が見られる。   

《都市部（待機児童の多い市町村）》  

・相対的に詳細かつ厳格な内容。  

・①政令各号で明記する事由（就労／妊娠・出産／（養育者の）疾病・障害／同居親族介護）により   
基本的な優先度を決定し、②同債朱ラ ンク内の調挙   

用いる構造となっているところが多い。   

《その他（待機児童の少ない市町村）》   
相対的に大括りで幅広く認めることが可能な内容  

政令各号で明記されていない事由（母子家庭、虐   

ところが多い。  

の他の事由（母子家庭  

については、条例においても明記されていない  

入所基準（条例）の実例（D（神奈川県横浜市）  
《人口365万人（平成20年9月1日現在）、待機児童707人（平成20年4月1日現在）》  

6 入所選考基準力I同一うニノクでの桐！醇指数一覧表  
l訂Zhk2q年】犀改号）  

晃；ー司ランクて山んだ1屈合は、u下の項巨に該当する追合に「濾種別椅1鮫」こしてそれそrlのー貞臼に点蝕をつけます。  

楽 この錦粁が農い7ラから一美頓に新書します．スモお．調欄僧職の・点数力t得い7うてあってもぅンクの辞l嘉一才折り舞≡せん。  

5 保育所の入所選考婁攣  
（■J■のモス7つ〕  その他の匹博引床加   
＊ランクは．A白CDEFGの傭lこ入声析のl声t白が高いものとします 

ゝ ＝ヽ t  【ランクアップ■日】   
叫司居している祖父母が65繍兼≡幕の場合、保胃可娩な乃とみなし課す，モの≠合、保育て    （む・から耳は各項目1う   

きない事を紅明する診断■等竜提出することが必層てす）  ンクずつ．⑤は2ラン   
セ障書児・児童福祉の嘲罵わ、ら保育に欠ける児■についてJ才、この窮墨筆を塁に別途に    ウ．書古で2ランクまで   

選考します－    アップします， ※左記「9ひとりI劉生＃ 零」が適用き九る場合は  
＊選考に当たっては．喋■が秘事な理由別の下よ己の「ランク衰」に基づきA 
ます。   

お父さん、お母さん（※1）が保育できない理乳 状況   rす．ひとり▲世撫●  

月20日以上カ、つ1日8隋馳l上、副いている‖   〔g’生活■■世鶉   

居七外労働 l外勤・居宅外  

自営）   月16日以上力、つ1［∃4時間以上71封切東独、働いている，   （i■虞■★■・■▲■  

月16日以上カ、つ1日7簡侶l以上の仕事lこ内定してしりL   ・＝■■■■ ■書ポーの寧■鷺  

（ヰ■■lこ★兄♯霊 中だった方で暮●■  

∵  月2∩〔〕山上かつ1日8時間以上、削いている．  に■jムモー■■e  

手書む）  

自宅）   
僅★体のため；■断し．  

月16日以上かつ1日4精確ル上7時間末清、1軋1ている√  D   ▼入斯する■倉  
月16R以⊥わつ1日7時間山上の仕事に内需している。  

月16【〕以上かつ1∈】4時間以上7沌l粗末鵜のイ士事に内定している。   

3  お母己んか†出よ又ほ出産予虔日の前挫各8週間の期間lこあって、出慶 j 
産前産後   の■∬又は体重を零する．   

4 入瞬またば入矧こ相当する三盆療や安静をずする自宅療鎗で書に病臥し   
Ⅰ■－ランクで並んだ■  

通暁加■を行し1、雫に安静を賛するなと、保■が♯時歴難な慄合【  e  曾の遭零】  

一曲挑加】暮を行い、1〔〕4暗闇、凋4日以上の室Ilが必tで保書が車種  E  同一ランウで並んた欄含   な1■含℡   は以下の状況モ椚暮i敷  
により、王事し著す巾  

4（2〉 心尋のIt苔  尋裾障害さ羊l震1～2級、情職苔■保嶋福祉手帳1′し3軋   （ま面●用）       A  

身体陣吉卓≠l霹3納〝j交付を受けていて、l軍籍が閣＃な】■含．   B  lTj市内在住  

身体障害古手l鼻4繊の交付を受口てし1て、保育が匝粍なj■合、   E  （を傭★の代■手段  

5   千■て責■暮となる  
■■tl暮の事■など  

A  
l甘せ事の状宏 ■介Il書の蘭書など  

4日以上かつ1日7時悔Iじ1上様零が由義Iな鳩舎】  
病人や鵬壱〔児）の∩甥r¢入研・適職・通所の付き添いのため、週  E  ④ll労扶三E   4日以上かつ1日4時間以上保育が間な場合 

亡  夜Il書体うー朋血書  

6  寧日i、風水害、火少iその他の㌍重曹により白宅や近間の椙18に当たって  の■■など  
I迫汽のi慮旧への粧鬱   いる．   ⑥ひとり蠣せ事書  
了   （蔓きょうだいの状況  

通学   遥＝てしlる．  さ■うだい間一雛p  

8   入所や■子世事など    来場中  〔入所期間は3か眉てす。子の朋尉内に柵しないと適所  G   
求職中  になります。〕  

†〉1な新一■量l■  

9  ひと灯計世帯等において 就労 珊看加 持1小脾等毎行う＝とに   ④－了は■先■位では         A   

なります．）  
あり著せん．   

10   児冨縮祉の雷刀点力、ら．福祉傑傭センタ馬が特に慄萬に欠りる緊急電  A   

その他  力Ⅶし1と判断しだ場合】   （JrP   

こ凝1） お父さん、お母さんがいないtt合札 ぞの他の悸雑書一   
（普2） Aランクかつ2ランクアップ相当として選考しますミ  

「    ＼   17g一事  鯖専   
申】ム児童奄65J腋未満の械臍に禰lTてい一る   

l云園（転宅奉伴うⅠ■合致びきょう7≡い同隋入所のためのⅠ一合は隋  ■  
く、虻矩こども固からの¢云国は含む）  
保育（7）代             横浜保育室 家丘保育葡祉h 相可≠し児保育所の卒阻児（卒園時に   
3     育児内■育とっており、冨l尺1木攣明けで相可保電所へ申】ムむl書合も   のある癒合に  善事段に  
含む）  ＝  こ  つしlて は、左記  

保育の  たるもの  
1頂自の  

みの利用は含まない）  みを適用  
児童奄射で見ている   しますく，  

児■か盾験を乍Fう1言t泉にし＼る   

保書のイ憎手段に18して、上露己以外の場合   〔）  

保tl名が身体I疇享古手l轟1．2組・蒙の手†疇（療書手Il）・精神障害 省保健福祉手職12．3狼の【つにl亥当す香】礪合また】才そrLと同種l塑  2  元のラ：ソク欄聖が「心   の障害があると認められる心専一t害畜のI書壱   身の僻」のときは加点 し 
世帯の  
状況  

福祉手職を持っている鐘がいて介離しているⅠ■合  
（当害亥児冨又は保護者がこnら♂）事l鰻重持ソている】■合は除く）  元のランクの州聖ガ11唄  

廣のr「護」のとき一議加点  

しません   l司居域内に蓼r「濠1以上のl児玉善がいてr「烹■している土1含（在宅】7  ■   に）   
きI限る   

市内在住  市外在（主著（妻五入予定喜は隙く〕   一日  
●サむ†土   

折伏況  
居宅外自警＃である乃t、l帽Ⅰ■が自宅に併指している   

勤搭乗騰が1か月末瀬である世ヰ   －1  

ひとり純  3  

世帯等   
元のランクが「9．ひとり糊世帯等」て就労内定の】鶉合   －2  上21うの点恕とt捜して  
元のランクが「9，ひとり出世糟等」て柵中の憺合   ∈1＝＝ －・     【7   

きょう  だい  2  

の状況   
をした場合   

＜Ⅷ－ランク・l可一l■蓋指虻で並んだときの選考＞  
猿同一ランク・同一m幹事旨釘て並んだときは、以下のl■に寧慮して遼寧し雇す‘  

Ⅶ型l筍〔0憬瑚■tロlし1ノ1叫ml■ノ  
吾）災害 ②，実病・障害13）l吉宅外増価】童打㌍蔓（鼓ひとり】鴫等 ㊨′書宅内子It和 式居宅外・内労働  
（内定） 頓眈学等 く診出産3¢求料中   

2  両親のうち方力↑】質！mをl半う，変則tわ】防である世蒜   

3  晴間郎い1朔郎】拘束力の磯さ   

4  偵引■の†凱封書の書網   

5  撫育している小学生以下の子ともの人！炊が多い世帯   

椎；事○勺状野己（鰊桐研†専珊l力▼隆い世蒜  
6     ただし，4月1日入所は、前年の住民書見‡芦で判’正する土■含もあります  

りm探究からの交付が陶に合わない等のや電つを愕ない場合を輝き、1証明がある竜が健先   
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入所基準（条例）の実例②（山口県山口市）   
《人口19．1万人（平成20年9月1日現在）》  

○山口市保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第95号）   

（趣旨）  

第1条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律   
第164号）第24条第1項の規定に基づき、保育   

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。  

（保育の実施基準）  

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれ   

もが次の各号のいずれかに該当することによ   

り、当該児童を保育することができないと認め   

られる場合であって、かつ、同居の親族その他   

の者が当該児童を保育することができないと   

認められる場合に行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態として   

いること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の   

家事以外の労働をすることを常態としている   

こと。  

（3）妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。  

（4）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神   

若しくは身体に障害を有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある、又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の家   

族を常時介護していること。  

（6）震災、風水害、火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）市長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手  

続その他保育の実施に閲し必要な事項は、  

規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成17年10月1日から施行する。  

（資料）山口市例規井より抜粋 41  

入所基準（条例）の実例③（福井県小浜市）  
《人口3．2万人（平成20年8月1日現在）》  
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保書の井の向上のための取組について  

1儀★断ヰ★柵針の故走（平成21中月1日▲行）  

○ 子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、保育所に期待される役割が深化・拡大していることを踏まえ、子どもの保育や保護者への支援等を通じて  
適切にその役割や機能を発揮できるよう、保育の内容の質を高める観点から、保育所保育指針の改定を行い、これを推進する。  

2r傭書断における暮の向上のためのアクションブログラム」（平成20年8月28日公轟）の穐遭  

0「新待機児童ゼロ作戦」において、「国及び地方公共団体において、保育所における箕の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための  
保育所の取組を支援する」こととされた。  

○ これを受けて、今般、国として、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が取り組む施策及び地方公共団体が  
取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進しているところ。  

8優★断の▲鰍毅●にHするt低暮事の1暮し  

0 保育所の最低基準における面積基準については、「制定以来ほとんど改正されておらず、中には明確な科学的な根拠がないままに長年適用されてしまっ  
ているものも少なくない」との指摘を受けているところ。  

○ そこで、機能面に着目した保育所の空間・環境に係る科学的・実証的な検証を平成20年度に行うこととし、この結果を受けて、保育所の施設設備に関する  
最低基準を見直すこととしている。  

4優★士の轍鴨方薫の穐1  

1保育士の再就問項）  
（1）保育士の需給状況等に関する調査研究  

今後の保育士の需給状況に関する調査研究を行うとともに、保育士資格を取得していながら就労していない保育士に対して、今後の就労意欲等の調査、   
再就職に際する問題点等を分析する。  

（2）保育士の再就職支援研修等  
大都市圏（東京・愛知・大阪）に設置する「福祉人材ハローワーク（仮称）」において、福祉人材確保対策の一環として、保育士資格保有者である求職者の   

再就職支援のために、きめ細やかな職業相談・職業紹介、再就職支援研修をモデル事業として行う。   

2 幼稚園働諭免許所得者の保育士資格取得の推進   

幼稚園教諭免許取得者が保育士資格を取得するには、指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要であったが、これに加えて、  
保育士資格を取得するために足りない単位を別途取得できるようにすることを検討する。  
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児暮福祉施投土佐基準  

○ 保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところであり、その保育  

サービスの質を確保する観点から、国として  を定めている。   

r‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾●‾‾‾‾‾－‾一一■■一－一一－■－－■●■●●■●●■－－－－－－－－・・・・・－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

l  

［主な内容］  

；＜職員配置基準＞  

保育士  

0歳児 3人に保育士1人（3：1）   1・2歳児  

3歳児  20：1  4歳以上児  
※ただし、保育士は最低2名以上配置  

6：1  

30：1  

保育士の他、嘱託医及び調理員は必置  ※調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可  
l  

l  

：＜設備の基準＞  

；・0、1歳児を入所させる保育所 ＝ 乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所  
→ 乳児室の面積 ＝1．65ポ以上／人 ほふく室の面積 ＝ 3．3ポ以上／人  

l  

l  

：  2歳以上児を入所させる保育所 ＝ 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所  
l  

※屋外遊戯場については公園等の付近の代替施設でも可  
t  

→ 保育室又は遊戯室の面積 ‥1．98ポ以上／人 屋外遊戯場の面積＝3．3ポ以上／人  
l  

し－－－－－－－－－－一一一－－－一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．．．－●＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
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保育所保育士配置基準  

乳 児  1歳  2 歳  〇 歳  4歳以上   

中央児童福祉  3：1  

審諾会の意見真申  43年康；   6＝1   20：1  30：1  
僻知37年度）  意見具申：   

23～26年度   10：1  30：1   

27～36   10；1  （】0：1）  30；1   

37 ■ 38   10：1（9：1）  30：1   

39   8：1  9：1   30：1   

40   8：1  30：1   

41   （7：1）  30：1   

42   6：1  30：1   

43   6：1  （Z5：1〉：30：1   

44～平成9  （3：1）  6：1  20：1  30：1   

平成10～   8：1   6：1  20：1  30：1   

（1 人）  

（1 人）  

（注）ト自腫基準ほ、最低基準による。  
2．（）内は、保育所運営t上あるいほ他の補助金による配置基準等である。  

▼て▼丁   



各屠の保育制度（】職員配置、施設設備の基準）  

国名   職■配置   施設・設傭   
0 歳 児  3：1   0 2 麓児未満  

日 本  1・2 脆児   6：1   事L児雲（1人1． 6 らlイ）  

3 厳児  2 01   ほふ く 圭（1人 3  3 汀了）  

4▲5簾児30＝1  医務室、調理室、便所  

02艦以上児  

塩竃舌は有資格者のみ  ほふく室又は遊戯室（1人19  
8ボ）  

屋外遊戯室（1人33rイ）、  

調理室、便所、保育用具   

ア メ リ カ   （）各州 ま ち ま ち   ○各州 ま ち ま ち   
フ ラ ン ス   ○所長及び保育職員の半数以上は  

乳幼児専門の葵格者（集団保  

書所）  

0公立保育所   ○児童一人当た りの面積  
イ ギリ ス  1 1－ 6：1（年齢に よ る）  0 ～ 2 歳兼属児   3． 51ポ  

○私立保 育所   Z 蛙児  2． 51J  

0－2艦児3：1  3 塵児以上  2  3 m   

2－3歳児4：1  
3－5歳児自：1  
保書難■の半数以上は奄漫格書  

○プ レスク ール   ○プ レスク ール  
ス ウ ェ ーデ ン           遥十♯、15 名・〉 2 0 名 の年齢混合  少な く と も 4孝霊類の部屋  

のグルー プに 3 名 の保育者   （食堂兼作業室、遊戯室、絵画木工  

（う ち 2 名 は有責格者）   室、小遊戯室）   

○全 日保育   ○全日保育、半8保育  

ニ ュ ー ジー ラ ンド  （少な く と も1名 が有資格者）  遊びに使えない場所 を除いた空間  

2 線未満児 5 1   1人 2  5 ∩ヾ  

2鹿以上児（※）  屋外遊戯場（1人51イ）   

1－6名に保育者1名  

7－20名に俣青書2名  

21－30名に保育者3名  
31一－4（ト名に保育者4名  

41－50名に保育者5名  
2厳未満児・以上児混合  

1－3名に保書巻1名  

ヰ名以上の場合は、※と同機  

保育所保育士の養成、研修等の現状  

○職良知言鼓技能の修得、維持向上の努力義務  

○施設：研修の機会の確保義務  

保育所内での研修のほか、保有国体、地方公共   

団体主催の研修会に参加  

○指定保育士養成施設（544か所）   

（大学、短大、専修学校等での所定の  
課程（2年以上）の履修）  

又は  

○保育士試験（都道府県が実施）に合格  

資格取得者 約49，000人（年間）  

保育所勤務の保育士数（常勤換算）  

306，253人（うち非常勤28，179人）  

社会一遍祉施設筆書l董【H17年）  

保育士養成課程（概要）  

○保育の本質・目的（社会福祉、社会福祉援助技術、児壷福祉、保育原理、義絶原理、教育原理）  

○保育の対象（発達心理学、教育心理学、小児保健、小児栄養、精神保健、家族援助論）  

○保育の内容・方法（保育内容、乳児保育、障害児保育、養誰内容）  

○基礎技能 ○保育実習 ○総合演習  計68単位以上  
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保★士の平均年齢、勤織年数及び平均t金讐について  

○ 保育士は、全産♯と比較して、女性労働者の比率が高く、勤続年数は短い。  
○また、きまって支給する現金給与額も、全産業と比較して低く、その待遇は、現在においても介護職■と  
近い状況にある。  

男  女  

ぎまって支給  きまって支給  
構成比  平均年齢  勤続年数   する現金給与  

書欒   書欒   

全産業   68．8％  41．8歳  13．5年  372．7千円  31．2％  39．1癒  j長生  23角．6羊円   

保育士   4．2％  29．2歳  5．0年  229．2千円  95．8％  32．9競  ユ⊥皇  217．9手円   

福祉施設介護員   29．2％  33．2歳  4．9年  227．1千円  70．8％  37．2歳  5．3年  20∈；．4千円   

ホームヘルパー   15．2％  37．6歳  3．9年  230．6千円  84．8％  44．7歳  4．5年  197．0千円  
（資料出所）平成18年■金構造i木枕計調査  

一一一■●●■一－■■－■●－－■－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－一－－－－一一－－－－－－－一一一一－－－一一－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－●●－●一－－－－－－－－■t●一■●一t●●■－■■－●－一一■－  

（参考）勤続年数等に応じた運営費の加算について  

1 主任保育士の加算  

主任保育士の選任加算黄を必要とするものと認定された場合には、一定額を加算する  

2 民間施設給与等改善姜の承認  

職員1人当たりの平均勤続年数を基礎に加算率を適用した運営費を支給する。   

※ 職員1人当たりの平均勤続年数10年以上  12％加算  

7年以上10年未満 10％加算  

4年以上7年未満  8％加算  

4年未満  4％加算  
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認可外保育施設に関連する現行制度  

（認可基準一定貞規模）  

○現行制度においては、認可保育所に対して児童福祉施設最低基準の遵守を求めており、同基準を満たさなけ   

れば、認可は行われない。（※児童福祉施設最低基準→P4）  
※ 一方で、保育所認可には、都道府県知事の裁量が比較的広く認められており、必要な客観基準を満たす場合であっても、   
認可されないことはあり得る。（→※第13回（10／6）の課題）   

○また、認可保育所の定鼻規模は、60人以上を原則。都市部の要保育児童が多い地区で低年齢時を一定割   
合以上受け入れる場合や、過疎地域など一定の要件を満たす場合に、例外的lこ20人まで定員規模を引き下げ。  

50  

ブ丁： ’ 

すi   



（認可外保育施設に対する指導監督）  

○認可外保育施設に対しても、制度上、設置の（事後）届出義務が課せられており（※）、都道府県知事による埠   

表・事業停止命令の対象となる。（※認可外保育施設指導監督基準→ P4）   

※事業所内保育施設など一部、届出対象外の施設有り。  

（認可外保育施設に対する財政措置）  

○現行制度においては、認可保育所における保育の実施費用のみ、市町村の支弁義務がかかっており、認互生   

保育施設に対しては、認可保育所への移行を支援する一部の補助金や、事業所内保育施設に対する助成金を   

除き．制度的な公着投入はなく、各自治体が独自に支援するか否かに委ねられている。（※認可保育所への移   

行支援に係る補助制度・事業所内保育施設に対する助成制度 → P5）  
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（参考）  

児童福祉施設最低基準と認可外保育施設指導監督基準  （参考）  

認可外保育施設の認可化移行支援に係る補助制度  

・○ 認可化移行促進事業（19年慶予算嶺20言方円→20年度予算案13言方円）   

（20年度）   

・移行促進事業 2〔）か所 ＠2DO万円 福助率1／一3  

0 認可外保育施設の衛生・安全対策  

（19年度予算額23百万円→20年度予算案23百万円）  

王某   日  児書は址龍野最低基準（保育所）  認可外づ呆育施J投福耳監督基準   

臓   良  ・ 配佳基j声   ・ 主たそ保育時間11時間についてに、  
く児喜）ニ ー保管士）  最低基1準に規定す■る教以上．11時間を  

0竣児  3   l   超える時間帯については、現に保育され  
1・2歳児  6   l   ている児童がl人である場合を除き、常  
3級児    20：1   時2人以上の配置が必貫  
4厳以上児  30・l   ・ 保育者の3分の1以上カ；保育セヌは看  

・ 保育士のみ   雑録資格が必要  

・コZ最未満   ・ 腹背圭 i．65rd／′人  
・乳児ま165nf／人  ・ 押理暮、便所   

ほふく塞33iイ／人  
・医務重、1捜垂、便所  

つ2錬以上  
・偶書重又は盈】奴塞l，ミ‖B山／人  
・▲外遊脚 33†正／人  
・可理垂、便所  

非常災害に  ・ 渦火用集、非常口琴の設置   消火用1、非常口等の設鰐 
対する処置  ・ 定期的な訓礫の実施   ・ 定期的な訓練の実施   

保礪一重奪を  短慮閉止牒爛   
2曙以上に   
設ける掛合  
の条件  0保育重専を之謄に貯りる」烏合   〇保育遺筆を2謄に枚りる場合  

・ 弼火建築物又は津耐火堆築物   ・ 耐火鶏鶉物又；1i声l耐火護然物  
・慮外階段、慶内特別避難鯨飲（提案基  ・ 塵外階段、農内特別；鐙触階段（撞痕基  
準法施行令第12ユ集第8】某）専による2方  聖経施行令第123集第3項）帯によ52方  
向避■陸鰭   内遊帖路  

0保育壷等を3階以上に股ける場合  ○保育室等を3暗以上に泣けも場合  
・ 厳火迭鉱物   ・ 耐火ヰ藻物  
・慮外階段、特別温難件段等に上る2方  ・ 臭外I啓慮、特別避■階段等による2方  

階段を必置）   階段を必鳳）  
・‡■理重の防火区夢（自助消火装置等が  ・ 綱】壬生の防火区頂（自動i肖火装置琴が  

設置されている鳩舎の特例あり）   披匿されている場合の特例わり）  
・非常警報炸具   非常警報器1  
・ カーテン琴の防炎処哩   ■ カーテン等の防炎処理   

児童の処遇  ○保育の内容  渠 保育所保育婚奮十に逢じる．   
・健陳状態の観察、隠装等の異常の有無  
についての検査、自由遊び、昼碩  
・保様着との連絡  

向凛1経葦（4陣以上の場合は舟外避難  向班篠路（4階以上の場合は象外戚難                                    0給食 ・妃・姜な栄養最を含有 ・j款£の作成 （J腹贋診斬の実施  

［  

認可外保育施設に従事する様」鋸こ対しても健康診斬を行うことにより、受給の促進を回る。  

平成19年度より放覆後児瞳等衛生車畢からの認可外保育施股分を分曜予定．  

○ 保育所体験特別事業（19年度予算額300百万円→20年度予算案3抽百万円）  

（19年度） （20年慶）  

る貌を軋のチ州の 

手 

○ 保育従事者研修事業（19年度予算額53百万円→加年度予算案49百万捌  

］  

（19年度）   （20年度）  

開催回数  98画  →  99回  

補助率定額  

〔嗣外保育施設の穣眉長や保育従事者を対象とした媚の楓〕  

住）認可外保育施隈指導監せ基準は、劣悪尤層可外保育施設を排除するためのものであり、当霹基準に   
適合十る認可外保育施政であっても倶菅所の児童橿牡施設最低基準を溝たすことが望果しい．  52   



事業所内保育施設に係る助成制度について  

平成20年度  平成21年度（予算要求中）  

利用者は、原則として、その雇用する労働者  

事業所外利用者がいる場合．事業所の雇用労働者の  
右上同らないこと∧  

・敗t暮  

対象費用：建築費等  

助成限度額：2，300万円  

助成率：大企業1／2 中小企業2／3   

・増築t  

対象費用：増築黄等  

助成限度額：  

増築1．150万円 建替え 2，300万円  

助成率：1／2   

・保書道1讐欄入費   

助成限度額：40万円   

・運営責  

対象兼用：運営に係る費用（人件費等）  

雇：大企圭1／2 中小企董2／3  

支給期闇：5年闇  

・投t暮  

20年度と同様  

・増築責  

20年度と同様  

・保書並1蠣♯入費  
20年度と同様   

・丑讐責  

対象費用：運嘗に係る糞用（人件費等）  

助成率：  

5年目まで 大企墓1／2 中小企姜2／阜  

6年目以降1／3  

支給期聞：10年闇  

認可外保育施設数・利用児童数の推移  

設数は約1万箇所、利用児童数は約23万人。認可保育所数の約1／2、利用児童数で約1割を   

占める。  

○ 利用児童数の近年の推移をみると、事業所内保育施設は減少傾向、ベビーホテルは増加傾向にあるが、全体   

としては横ばい傾向にある。  

○ そのうち、自治体独自の補助を受けるいわゆる「自治体単独保育室」の利用児童数は増加傾向にある。  

匪可外保▼施毅・利用児量数の推移  

平成14年  平成15年  平成16年  平成17年  平成18年  平成19年   

l血施靴  ＋児童数   

（資料）保育課調べ 54  
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認可外保育施設の規模  

認可保育所の原則的な定員である60人超の規模は1割に満たない。  ○ 認可外保育施設の在所児童数を見ると、20人以下が53％を占めている。 ○  

認可外保育施設の  
在所児童数規模別の構成比  
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（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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認可外保育施設の年齢別入所児童数   

○ 認可外保育施設の年齢別入所児童数を見ると、認可保育所に比べ、ベビーホテルを中心に低年齢時の割合  が高い。  
平成18年10月1日現在  

l   l   l  

■♯所内保雷施謹  

ベビーホテル  

その他の認可外保育施儲  

認可保青所  
（平成20年4月1日現在  

福祉行政報告例）  
0ヽ  20ヽ  ■0ヽ  60ヽ  80ヽ  1001  

認可外保育施設の設置主体  

○ 認可外保育施設の設置主体を見ると、全体としては、約6割が個人、約2割が企業となっている。  

施設の類型別設置主体の状況  

（単位：％、ポイント）  各年10月1日現在  
総 数  事業所内保育施設  ベビーホテ／レ  その他の認可外保育施設  

平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減   

総数   100．0  100．0   100．0  100．0   100．0  100．0   100．0  100．0   

個人   △1．7  18．8      △7．5      △ 3．2  

会社   26．1  23．5   2．5  40．2  51．1  △10．9  45．8  37．3   8．5  15．4  13．0   2．4   

任意団体   3．7   5．4  △1．7   2．3   2．5  △ 0．2   2．9  △1．3   4．8   6．8  △ 2．0   

その他   13．9  13．1   0．9  34，8  42．5  △ 7．7   6．2   5．8   0．4  11．7   8．9   2，8   

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
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認可外保育施設の開所時間  

夜間の保育ニーズに認可外保育施設が対応している状況が伺える。  ○開所時間は、ベビーホテルのみならず、その他認可外保育施設であっても、認可保育所に比して長く、早朝や  
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認可外保育施設の水準（面積（保育室））   

○ 認可外保育施設の保育室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が6割以上となっている。  

認可外保書旛償全体  ぺど－ホテル  

⑤8．1％  

②4．7％  

その他の認可外  

⑤6．8％  

【推計の前提】  
「①捻可基準以上」・・・1歳児数×3．3n了 ＋2歳以上児×1．98∩了以上の事業所  
「②詑証基準以上」…①未満で、1歳児数×2．5∩了 ＋2歳以上児×1．g8∩了以上（＝おおむね東京都認証保育所や横浜保育室の基準）の施設  
r③認可外指導基準以上」‥・②未満で、1歳以上児童数×1．65∩了以上の事業所  
「④その他」‥・③未満  
「⑤不明」‥・保育室面積の回答がなかった施設  

※ なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1．65n了）又はほふく室（3．3ポ）を設けることとしており、実際上は、  
個々の乳幼児のほふくを始める段階に応じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児室、1虎児はほふく室として計算。   



認可外保育施設の水準（面積（乳児室））  

○ 認可外保育施設の乳児室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が5割以上となっている。  

認可外保★施殻全体  ベビーホテル  事業所内保育施設  

その他の認可外   

【推計の前提】  
「①認可基準以上」・‥0歳児数×1．65n了以上の施設  
「②認可基準未満」‥－①未満の事業所  

「③ 不明」・・・保育室面積の回答がなかった施設  
※ なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1．65∩イ）又はほふく室（3．3n了）を設けることとしており、実際上は、  
個々の乳幼児のほふくを始める段階に応じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児室、1歳児はほふく室として計算  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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認可外保育施設の水準（調理室）   

○ 認可外保育施設の給食（昼食）の状況を見ると、半数は自園調理を行っているが、2割は外部搬入、2割は弁当   

持参となっており、認可外保育施設の半数は調理室を有していない可能性が高い。  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他認可外  

0  1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  
r 

8主に施設で調理   ■主に仕出し弁当   □弁当持参   □特に決めていない   ■なし  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
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認可外保育施設の水準（保育士比率）①（全体）  

○ 認可外保育施設全体の保育従事者に占める保育士比率の割合は、平均的には約6軌ことどまっている。  

○施設別に見ると、保育士比率100％（全員保育士）という施設も多い一方、50％を下回る施設も1／4見られ、  

認可外保育施設間の差が大きい。  

別にみた  

認可外保育施設全体（6，694カ所）  

常勤職員・非常勤職員の合算  

うち常勤職員  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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認可外保育施設の水準（保育士比率）②（施設種類別）   
○ 施設種類別に見ると、事業所内保育施設は保育士100％である割合が高い。  

ベビーホテル  

（1，525カ所）  

事業者内保育施設  
（1，007カ所）  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したも鴨2   



認可外保育施設の利用料  

○ 認可外保育施設の利用料をみると、企業からの補助等のある事業所内保育施設に比べ、他の類型の施設の   

利用料が高い傾向にあるが、平均的におおむね約3～5万程度の水準となっている。  

0  10，000 20．000 30，000 40，000 50，000  
＋＋   

口車某所内保育施設   ロその他言忍可外保育施設  ●ベビーホテル  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）63  

（参考）認可保育所の利用料  

保育サービスに係る年齢別保育単価と費用撤収基準額  

0歳   1歳 2歳   3歳   4歳～6歳   

15．1万円  8．9万円   ）         4．3万円  3．7万円   

生活保護法による被保護世帯（阜給世帯を含む）  

第1階層   及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び 永住帰国後の自立の支援に関する法律による支  

0円  0円  

援給付受給せ帯  

第2階層  第1階層及び第4～第7  
非課税世帯   

g．000円  6，000円   
階層を除き、前年度分  
の市町村民税の頼の区  
分が次の区分に該当す  
る世帯   

市町村民税  
課税世帯   

19．500円  16．500円   

第4階層   40，000円未満   30．000円  27．000円   

第1階層を除き、前年分   44．500円  41．500円   
の所得税課税世帯で  
あって、その所得税の  
免の区分が次の区分に  
該当するせ帯  413．000円未満   61．000円  58．000円   

第7階層  413，000円以上   80．000円  77，000円   

※ 保育単価は平成20年度の定員90人、その他地域区分。  
※ 上記の費用徴収基準額より、各地域区分ごとの保育単価が下回る場合は、その保育単価を限度とする。  
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認可外保育施設の利用者の選択の現状①（認可保育所と比較した者）  

○ 認可外保育施設の利用者の約6害は、認可保育所と比較した上で、認可外保育施設の利用に至っている。  

O「認可保育所に空きがなかった」「預けたい時期に入れなかった」などの認可保育所の供給量不足に起因する   

ものが4割を占める。  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告（平成16年）65  

認可外保育施設の利用者の選択の現状 ②（全体）  

○ 認可外保育施設の利用者全体（※認可保育所と比較したかどうかを問わず、認可外保育施設を積極的に選択   

した者を含む）の選択理由を見ると、「自宅から近い」が多く、地理的要素が保育所選択において重視されている。   

また、「保育方針や内容」で認可外保育施設を選択しているケースも多い。  

自宅から近い  

保書方I†や内容がよかった  

見学した時の■■の対応がよかった  

利用する晴Ⅶの払通がきく  

希望する時期から預けられた  

牧場に；丘い  

艶可保書所に入れなかった  

希望する時Ⅶ預けられた  

希望する年齢から≠けられた  

紹介された、すすめられた  

絆判がよかった  

通勤途中にある  

利用料（保書料）が安かった  

他に預けるところがなかった  

施設やt■の服装疇が＃生的で好感がもてた  

保▼士の人数が十分轍侵されていた  

施設の役儀が集っていた  

その他  

不詳  

¢  5  †○  †き  20  2き  3¢  35  

く出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成16年〉  
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認可外保育施設の認可保育所への移行希望・移行上の問題点①  

○ 認可外保育施設の約4割は、認可保育所への移行希望を有している。  

○ 認可保育所への移行希望のある施設にとっての問題点は、「基準に満たない」ケースが約6割を占めるほか、   

手続や経理の煩雑さを挙げる施設も多く見られる。  

認可外保育施儀の移行希望  移行希望のある保育所における監可移行上の問題点  

D  2【】0  4D0  800  800  1（氾O  t200  1400  160D  1800  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）67  

認可外保育施設の認可保育所への移行上の問題点②  

○ 認可保育所への移行を希望する施設であって認可基準を満たせない施設のうち、約8割が施設設備基準を  

挙げている。  

保育時間・開所時間基準  

職員基準  

立地基準  

施設設備基準  

0  200  400  600  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）68   



3歳末準児における保育所・認可外保育施設利用率【都道府県別】I  
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X【保育サービス利用率】＝【保育所利用児童数（3歳未満児）】÷【3歳末清人口】  
※【認可外保育施設利用率】＝【認可外保育施設利用児童勤（3歳末滞児）】÷【3歳未満人口】  
※「保育所利用児童（3歳未満児）」：福祉行政報告例【厚生労働省（平成20年4月1日現在）】  
×「認可外保育施設利用児童数（3歳末滞児）」＝厚生労働省保育課調べ（平成19年3月31日現在）   

「3歳未満人口」：平成17年国勢調査【総務省統計局（平成17年10月1日現在）】  
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過疎地域の現状（D  

（過疎地域の現状）  

○過疎地域は、人口では全国の約8％であるが、過疎地域を含む市町村数では全国の4割を占める。  

図表2 過疎地域が全国に占める割合  

市町村数  
（全幽1，789市町村  

人  ∩  

（全国12，777万人）  

面  積  
（全国377．915kr正）  

11，703万人  
1，074ガ人           （8．鴎）  （91．6射  

204，529lく扉  173，386kll†   

（45，9％）  

（備考）1市町村数は平成20年4月1日現在フ過疎地域の市町村数は過疎関係市町村数による。  

人口及び面積は平成17年国勢調動こよる．  

2 東京都特別区は1団体とみなす 

《過疎地域の要件》3（）は構成割合である0  

0「過疎地域」とは、以下の「人口要件」と「財政力要件」に該当する地域。  
（1）人口要件：以下のいずれかに該当すること  

1）昭和35年～平成7年の人口減少辛が30％以上   
2）昭和35年～平成7年の人口減少率が25％以上、高齢者比率（65歳以上）24％以上   
3）昭和35年～平成7年の人口減少率が25％以上、若年者比率（15歳以上30歳未満）15％以下   
4）昭和45年～平成7年の人口減少皐が柑％以上   
＊ただし、り2）3）の場合、昭和45年～平成7年の25年間で10％以上人口増加している団体は除く。  

（2）財政力要件：平成8年度～平成10年産の3ケ年平均の財政力指数が0．42以下、かつ公営競技収益が13億円以下であること（施行令第1条）。  
【追加公示】 平成12年の国勢調査の確定人口に基づき、追加公示を行う（法第32条）。  
（り 人口婁件：上記要件中、各対象年次を5年ずつずらして適用。  
（2）財政力要件：上記要件を、平成10年度～平成12年度の3ケ年平均の財政力指数として適用。  

【出典＝総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月ナ。   



過疎地域の現状②（人口の動向）  

（過疎地域の人口の動向）  

○ 過疎地域の人口減少率は、昭和35～45年には10％程度と著しく人口が減少していたが、その後人口減少率   

は低下し、平成12～17年の減少率は5．4％となっているものの、平成7年以降の減少率は緩やかに拡大。  

2
0
 
 1

 

（備考）1国勢調査による。  

2 過疎地域は、平成20年4月1日現在。  

3 三大都市圏とは、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域）、大阪圏（京都府、人  

阪府及び兵庫県の区域）、名古屋岨（岐阜鼎、愛知県及び三鬼県の区域）をいい、地方姻とは三人  

都市圏以外の区域をいう。  

【出典＝総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月ナ1  

過疎地域の現状③（人口構成）  

（過疎地域の人口構成）  

○ 過疎地域における年少人口（0～14歳）の割合は、全国と大きな差は見られない。  

○ 年少人口（0～14歳）の推移は、全国に比べ緩やかではあるが、一貢して減少傾向にある。  

【（珂巽17 0＼14・立入口の柏移；ニついて】  

2恥  4〔粍  〔旧㌔  8（佐  1t）帆  

（備考）平成t7年国勢調査による。   

＜参考＞  

恥域   年少人口（0～14歳）  全国の年少人口に占める  
（単位：千人）   各圏域の割合   

全   国   17．521  

三大都市圏   8．407   48．0％   

地 方 圏   9，114   52．0％   

（うち過疎地域）   （1，346）   （7．7％）  

■▲  
1llt煙】冨一三ニ不：ノこ11戸1rユ土畠  

三平成，．l一幸こ ‥、「．ニーt所A．こ【  

きノ・rt1帯！l憾ー二 r下・〔司一滞t‥r】＝或てゝlll二岩野L  リローγ衿！・．二  

下て了1台†亨短 l、nl†鴫！許可行■、；二」  

il†鷹稚■¶】一考I†Ⅶl〕 ′￥lノr● 鋼1▲ 塵汁‾・庄り菅！■ 練半甫適材モ雫ぎ舛芦：か  ‾育l 

H17国勢調査より   

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典‥総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）ブ2   



過疎地域の現状④（財政状況）  

（財政構造と財政力指数）  

○過疎関係市町村の1市町村当たりの歳入に占める地方税収割合は約15％（全国約37％）に過ぎない。  

○市町村に財政力を示す指標である財政力指数をみると、過疎関係市町村の平均は0．25（全国平均0．53）。  

図表9 財政力指数段階別過疎関係市町村数  

（単位：団体、   

区  分  
平成18年度  

市町村   

0．1未満   
9  

（1．2）  

渦  233  
（31．9）  

疎  29l  
（39．8）  

地  
16.i 

（22．6）  

域  
33  

（4．5）  

731  
計  （100．0）  

平 均 値 A   0．25   

全国平均値  B  0．53   

－ n．28   

図表8 平成18年度 市町村歳入決算の状況  

（備考）  1総務省「平成18年度地方財政状況■査一 による⊃  
2 適横地域は、平成20年4月1日現在。  
3 一部過疎地域のうち、データを取得できない278区域について過棟関係市■r付から除いていろ  

（備考） 1捨袴省l地方財政状況凛査」及び 地方交付税等閑係計数資料」による。  

2 過疎地域は、平成20年4月1日現屯  
3 財政力指数は、平成16年度から平成l昨度皇での各年度ごとに地方交付税の算定に用いた基坤財吸収入額を基準財政需  

要額で除して求めた教化（小数点第3位を掛絵五入）を平均Lたものである。なお、…酪笥畔地域については、合併前の  
旧市町村の数値（合併算定鯵）に基づくu  

l〔）は同体数合計に対する構成比であるの  
5 平均■は単純平均であり、全国平均債においては・一都過疎地城を有する市町村も ▲本算定を用いている。       6 した旧上九 

分村合併山梨県一色村については、1団体として算出する。  

【出典‥総務省『r過疎対策の現況」について』（平成20年9月ナ3  

人口減少地域に関連する保育制度の概要①  
莫保育所  （認可保育所））  

（1）設備・運営について児童福祉施設最低基準に適合  

（2）次のいずれかに該当   

①要保育児童が多い地域に所在し、入所児童の概ね4割以上が3歳未満児   
②過疎地域をその区域とする市町村内に所在   

③入所児童の概ね8割以上が3歳末満児、1割以上が乳児  
（3）定員20人以上  

（4）施設長は保育士を配置するよう努め、保育士その他の職員については最低基準等に定める所定数を配置  

保育所の定邑規模、般陛、運営上体別地殻数  
営  私   営  計  
構成比   構成比  英 数   構成比   

（射   （か所）   （射   （か所）   摘）  

へ  
沌13）   （且2）   〈二631）   （5．酎  （1，244）   （5．5二）  

、30  う69   も9   642   5．7   l．：11   5．3   

（1．コ15ノ   （川．3）   摘ヰ2）   （7．Tl  （2．057〉   （9．＝  
31、・ヰ5  1．190   10－3   874   7．8   2，064   9．1   

ほ．1う5〉   ・：lモ享．3〉  t2．（i35）   （24．2）  （4、790）   （21．2J  
46・－－6q  コ．073   18．0   2，6丁6   23．9   4．749   20．9   

（T．769）   く66．い  胤764）   f62．3）  r14．533）   （64∴‖  

61～  7．6了8   66．6   7．018   62．6   14、696   64．6   

計   t二11．7三i2〉  （100．0）  り0．ざ72）  （100．0）  （2＝，624）  り00．0）  
‖．510  
く5n7■：】   

川0．付   11．21P  100．0  22．720  100．0   
・ご4q3〉  ・：′ln什爪  

刺◆ニト  け全編祉馳長音調音印恥 叫戎18牢1〔）弓1［コ現出  
卜段肺孤古きjl．拙守10司1日囁在  
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人口減少地域に関連する保育制度の概要②   

（へき地保育所（認可外保育施設））  

○ へき地保育所（認可保育所の設置が著しく困難な地域に設置される保育施設であって、市町村長が以下の   
基準に適合するものと認め、指定した認可外保育施設）に対して、次世代育成支援 対策交付金（ソフト交付金）  

ドおいて補助（※20ポイント）。  

（1）設置場所が、以下の①～④にあること   

① へき地教育振興法の規定によるへき地手当の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内、   

② 一般職の職員の給与に関する法律の規定による特地勤務手当の支給の指定を受けている公官署の4キロメートル以内、   
③（D・②を受けることとなる地域内   

④ ①～③に準ずるものとして市町村長が認める地域内  

（2）設備・運営が以下の基準に合致すること   

① 平均入所塀章数が10人以上（※10人を下回る場合2年間は経過的に対象）であること   

② 既存建物（学校等）の一部に設置する場合、設備をへき地保育所のために常時使用できること   

③ 保育室・便所・屋外遊戯場（付近にある代わるべき場含む）その他必要な設備を設けること   

④ 必要な用具（医療器具、医薬品、机、椅子等）を備えること  
（9 保育士を2人以上配置すること（※やむを得ない事情があるときは、うち1人は保育士以外の看で代えることができる）   

⑥ 保育時間等については、地方の実情に応じて定めること  

○ 入所決定は．市町村長が．保育を要する児章のほか、矧こ必要があるときはその他の児童につき実施。  

【へき地保育所の定員・入所児数】  

20000    25000    30000    35000  

【出典：平成18年社会福祉施設等調査】75  

0  500【）  10000  15000  

過疎地域を含む市町村における認可保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）  

○ 過疎地域を含む市町村にある認可保育所の規模をみると、定員規模では51～60人の規模が多いが、  

在所児数規模では、30人以下が多い。  

（か所）  

2，0（フ0   

丁，∂00   

7，600   

了，400   

了，200   

了，000  

∂00  

600  

400  

200  

0  

38人以下 3丁～40 〃一分  5†一郎  6†一乃  7†－80  8す～卯 タす～†∝l†研一†川 〃丁～丁2¢†2†～†50†5す－2卯 20†人以上  

（出典）厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査」における認可保育所の定員階級・在所児数階級ごとの保育所数につき  
過疎地域を含む市町村（平成20年11月時点：731市町村）に係る数を特別集計したもの。  

※なお、「過疎地域を含む市町村」には、過疎地域以外の地域を含む市町村が約3割ある。  

（参考）  

全国の定員  

規模別分布  定員120人超：15％   定員61～90人以下：27．6％  定員91～120人以下：229〈  定員60人以下二35．3％  
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へき地保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）  

○ へき地保育所の規模をみると、定員規模は21～30人が多いが、在所児数規模は20人以下が約8割を占める。  
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（出典）厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査」におけるへき地保育所数を定員階級・在所児数階級ごとに特別集計したもの  
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過疎地域における幼児教育経験者比率  

○ 小学校就学前に幼稚園又は保育所（へき地保育所含む）を経験した比率を見ると、1970年頃は過疎地域と   

全国とで大きな格差があったが、近年はほぼ格差がなくなっている。  

○ 過疎地域においては、全国と比べ、幼稚園就園率が低く、保育所在籍比率が高い。  

姦21ガ］児   教官糸峯！険者上 垂   

昭和摘年應   昭和弱年度   平成2年度   平成7年虔   平成14年鷹   平成18年鷹  

区分  

過 全皿  過礫  全国  過蹟  全国  ■■  全国  過疎  全【』  ▲練  全皿   

幼児教書塵故者比率   57．4  76．l  87．6  9l．2  95．0  95．6  95．5  95．0  98．3  96．7  97．l  ■  

幼稚【■d二膿率  18．3  ら3．8  35．4  64．4  34．9  64．0  34．2  62．8  錮．g  59．g  36．l  57．7  

l財計斯血■ヰl  39．1  22．4  52．2  26．8  60．l  31．5  61．3  32．2  63．4  38．R  6l．0  38．8   

（蘭考）1全国は文都科学省「学校よ本綱香．及び●社会塙祉施設等調香′」による。  

2 過疎地城は総属省輝べ。  

※備考  
く幼児教育経験者比率＞  

①全国は、各年度の文部科学省「学校基本調査」（数値は各年度5月1日）及び前年度の厚生労働省「社会福祉施設調査」による。  
②過疎地域は総務省調べ。   
（塾それぞれの数値は、次の算式による、なお、保育所にはへき地保育所を含む。  

幼児教育経験者比率＝幼稚園就園率＋保育所在籍率  

｛数  
在所児教（5歳／2＋6歳）  

小学校第1学年児童数  

幼稚園就園率 ＝  

保育所在籍率 ＝  

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典‥総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの謙論の中間的整理）（平成20年4月）】78   



時州側）  
保育サービスの全体像  

（深夜）  

例）9：00から  
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多様な保育の取組の現状  

《19年度実績》  《事 業 名》  《事 業 内 容》  《地域における箇所数》   

日中就労等している保護者に代わって、保  
育に欠ける乳幼児を保育する施設（原則とし  
て、開所時間11時間、保育時間8時間、開所  
日数約300日）  

保育所数：22，909箇所  

利用児童数：202万人  
（平成20年4月1日現在）   

◆1小学校区当たリ1．03か所  認可保育所  

11時間の開所時間を超えて保育を行う  

事業  
15，076箇所  

（平成19年度交付決定ベース）  
◆ 認可保育所の65．8％  延長保育事業  

◆ 認可保育所の3．8％  

◆1市区町村当たり0．48か所  
日曜・祝日等の保育を行う事業  
（※年間を通じて開所する保育所が実施）  

875箇所  
（平成19年度交付決定ベース）  

休日保育事業  

◆ 認可保育所の0．32％  

◆1市区町村当たり0．04か所  

22時頃までの夜間保育を行う事業  
（※開所時間は概ね11時間）  

74か所  
（平成20年3月31日現在）  

夜間保育事業  

週2～3日程度又は午前か午後のみ、必  

要に応じて柔軟に保育を行う事業  
◆ 認可保育所の4．0％  

◆1市区町村当たり0．51か所  
927か所  

（H19年鹿交付決定ペース）  
特定保育事業  

（ホ児対応型）ホ焼・保育所等の付設の書用スペースで、看護蘭  
専が地域の病児を一時的に預かる事業  

（病後児対応型〉病院・保育所等の付設の書用スペースで、地域の  
病後児を一時的に輝かる事業  

（体調不良児型〉保育所において、体調不良となった児壬を一時的  
に預かる事業  

◆ 認可保育所利用児童2，714人当たり1か所  
◆1市区町村当たり0．41か所  

745箇所  
（H19年度交付決定ベース）  

病児・病後児  
保 育 事 業  

保育に欠ける乳幼児について、保育士又は  
看護師の資格を有する家庭的保育者の居宅  
等において、保育所と連携しながら、少数の  
主に3歳未満児を保育するもの  

家庭的保育者数：99人  

利用児童数：331人  
（H19年度交付決定ベース）  

家庭的保育  
事  業  

◆1市区町村当たり家庭的保育者0．05人  

注市区町村の総数は1．827（平成19年4月1日現在）。小学校区としての国公立小学校数は22，270（文部科学省「平成20年度学校基本調査（速報）」（平成20年5月1日現在）。  
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放課後児童クラブについて  

【事業の内容】  

○ 共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、児童館や学校の余裕教室、公民館などで、   

放課後に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を図る。  

○ 放課後児童クラブは、平成9年の児童福祉法改正により事業が法定化され、当該事業の実施については、市   

町村の努力義務として規定されている。  
〔児童福祉法（昭和22年法律第164号）〕  
第六条の二（略）  
②この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳末粛の児士であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基   

準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る手業をいう。  
③（略）  

第21粂の10市町村は、児暮の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との   
連携を図る等により、第六条のこ第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。  

【現状】（平成20年5月現在）  

【事業に対する国の助成［児童手当勘定（特別会計）から事業実施市町村への補助］】  

○平成20年度予算額186．9億円（28．4億円増）  

運営曹  の負担の考え方    保♯著 1／2   国 1／6（※）     都遭府県 1／6     市町村 1川  

○運営費  

・概ね1／2を保護者負担で賄うことを想定。  

・残りの1／2分について、児童数が10人以上で、   

原則、長期休暇（8暗闇以上開所）を含む年間250日以上闇害   

するクラ ブに補助㌢  

・児童数36～70人の場合、基準額：240．8万円  

※ 6時間以上開所しているクラブが、18時以降開所延長する場合に長時間開所に係る加算あり  

○整備費  

・新たに施設を創設する場合（基準額：1，250万円）のほか、学校の余裕教室等を改修する場合  

（基準額：700万円）、備品購入のみの場合（基準額：100万円）も助成  

は 創設 ※運営費又整備費（費を除く）は、匡L着脱市町村が3分の1ずつ   

福祉法人筈）が3令の1ずつ色：担  

u設費）は、国、都道府県、市町村又は  
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放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移  

○ 平成20年では、クラブ数は17，583か所、登録児童数は79万4，922人となっており、平成10年と比較する   

と、クラブ数は約8，000か所、児童数は約45万人の増となっている。また、クラブを利用できなかった児童数  

（待機児童数）は対前年933人滅の1万3，096人となった。  

（か所）  

24，000   

22，000   

2軋000   

18，000   

16，000   

14，000   

12，000   

1軋000   

8，000   

6，000   

4，000  

（人）  

800．000  

700．000  

600，000   

500・00016，000   

400，00014000  

12、000 300，000  
10，000  

200．000  
8、000   

100．000 6、000  

0  40000 

10年度11年度12年度13年度14年度15年度16年度17年度18年度19年度 20年度  

※各年5月1日現在（育成環境課調）  

放課後児童クラブに係る補助要件について  

1．絨主体   

市町村（特別区を含む。）、社会福祉法人その他の者  

2．対■児1   
t 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児童  

・その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校4年生以上）  

8．暮■体制   
放課後児童指導員を配置すること。  

ヰ．開所日・開所時蘭  

・年間250日以上開所すること。（ただし、平成21年度までは、特例として200日以上でも国庫補助対象）  

・開所時間については、1日平均3時間以上とすること。ただし、長期休暇期間などについては、原則として1日8時間以上開所。  

5．施設・般■  
・活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーの他、生活の場として必要なカーペット、畳等を備えること。  

・同じ建物内で、すべての子どもを対象とした活動拠点（居場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために間仕切り等  
で区切られた専用スペース又は専用部屋を設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。  

6．暮義の内審  

（1）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保  

（2）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保  

（3）放課後児童の活動状況の把握  

（4）遊びの活動への意欲と態度の形成  

（5）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと  

（6）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施  

（7）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援  

（8）その他放課後児童の健全育成上必要な活動  
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後児童クラブガイドラインについて  

■■・目的  

○ 手書てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背凱こ、放課後児童クラブ数が年々増加していることから、クラブを生活の場としている子どもの   
健全育成を図ることを目的として、 補助金の交付・不交付を問わず、クラブとして望ましい卿こおいて初めて   
鹿屋」  

○ 本ガイドラインを参考に、各クラブにおいて定期的に自己点検を行うなどにより資質の向上を園る。  

ガイドラインの撫事  「放課後児iクラブガイドラインについて」（平成19年10月19日 厚生労働省t用均等・児童家庭局長通知）  

6．放漫後児暮指暮■の橙劃  
・子どもの人権のヰ重、個人差への配慮、体罰等の禁止、プライバシー保護等に留意   
のうえ、次の活動を行うこと。  

①子どもの健康管理、出席確認等の安全確保、情緒の安定を図る。  
②遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。  
③子どもが宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行う。  
④基本的生活習サについての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身   
につけさせる。  

⑤活動内容について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域で   
の遊びの環境づくりへの支援を行う。  

⑥児土■待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケース   
については、市町村専が設置する享保機児童対策地域協雑食等を活用しながら、児   
土相談所や保健所等の関係機麒と連携して対応。  

⑦その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。  

1．封t児量  
・保護者が労働等により昼Ⅶ家庭にいない／ト学校1－3年の就学児暮。  
・その他健全育成上指導を辛する児土（特別支援学校の小学部及び小学校4年生以   

上）  

・1放課後児童クラブの規模については、長大70人までとすること。  2．規模 ・集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい。   
3．関所日・関所藤棚  
・子どもの放課後の時間帯、地域の実作や保護者の就労状況を考慮。  
・土曜日、長期休業期Ⅶ等は、保護者の就労実態等を踏まえて8時間以上開所。  
・新1年生については、保育所との連続を考慮し4月1日より受け入れること。  

4．舶・投愴  
・専用の部屋またはⅦ仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の壌としての   
機能が十分確保されるよう留意すること。  

・子どもが生活するスペースについては児土1人当たり1．65「ポ以上が望ましい。なお   
体調が悪い時等に休息できる静養スペースを確保すること。  

・施設・設備は衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・備品を備   
えること。  

0その他  
7．保護者への支援・連携   

t 保護者自身が互いに協力して子育ての兼任を果たせるよう支援。  
8．学校との遽携   

■ 学校、放課後子ども教室との連携を図る。  
9．関係機W・地域との連携  
10．安全対策  

11．矧こ配■を必事とする児土への対応  
12．事霊内容等の向上について  

・クラブは、事業内容について定期的に自己点検、自ら事業内容向上に努める。  
13．利用者への情報提供讐  
14．事望・普憎への対応  

5」■■休創  
・放課後児童指導Åを配置すること。  
・放課後児i指導長は、児童福祉施設t低基準第38条に規定する児童の遊びを指   
導する看の資格を有する者が望ましい。  

放課後児童クラブ  の実施状況  

（1）放課後児童クラブに係る小学校区別実施状況  

31．5％の小学校区において放課後児童クラブが未実施となっている。  

小学校で実施   小学校外で実施   未実施   

小学校区数   7，766小学校区  7，227小学校区  6，881小学校区   

（割合）   （35．5％）   （33．0％）   （31．5％）   

（2）放課後児童クラブを実施していない理由  

放課後児童クラブを実施していない小学校区における未実施の理由については、「ニーズが無い」が37％、「実施場  

所の確保が困難」が36％、「指導員等の人材確保が困難」が33％となっている。  

1．ニーズがない  

2．実施場所の確保が困難  

3．指導■等の人材確保が困難  

4．予井の確保が困難  

5．次年度以降の実施lこ向け検討中  

6．補助金の受給の事件が高い  

7．地域・家庭で子どもを見守る・預かる施策が他にある  

8．両事♯の調整・理解に時Ⅷが必要  

9．地域の理解を得られていない  

10．その他  

20％（246件）  

15！＝190件）  

13％（168件）  

＋10％（127件）  

■■4％（購件）  

18，り230件）  

0  100  200  300  400  500  600  

※放課後子どもプラン実施状況調査（平成20年6月23日文部科学省・厚生労働省。調査基準日平成19年12月1日）  86   



放課後児童クラブの実施状況②  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

88   



巨〕ヨ  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

89  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

90   

㌧ナ  



※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

91  

※平成19年5月1日現在（全国学童保育連絡協議会調）  ※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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放課後児童クラブの  

放課後児童クラブに係る利用者負担については、2，000円～10，000円の間で設定されている割合が高い。  

割 合   

利用料なし   9．4％   

2，000円未満   8．0％   

2，000～4，000円未満   19．8％   

4，000～6，000円未満   20．1％   

6，000～8，000円未満   15．4％   

8，000～10，000円未満   6．9％   

10，000～12，000円未満   7．8％   

12，000～14，000円未満   3．6％   

14，000～16，000円未満   2．9％   

16，000円以上   3．1％   

2003年調査  2007年調査   

5，000円未満   49．1％   41．8％   

5，000～10，000円未満   40．3％   46．4％   

10，000～15朋0円未満   9．4％   10．1％   

15，000～2叩00円未満   1．1％   1．7％   

20，000円以上   0．1％   0％   

＜平成15年及び平成19年（全国学童保育連絡協議会調べ）＞  

＜平成13年地域児童福祉事業等調査（厚生労働省）＞  
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放課後児童クラブの実施状況  
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（注）1．小学校数については、平成20年5月1晶在の公立小学校数［分校、ゼロ学級の学校を含む］（文鼎学省「学校基本調査速報」）。   
2．放課後児iクラブ実施か所数については、平成20年5月1日現在のか所数（厚生労働省育成環境課調）。  3 
．一つの小学校区で放課後児童クラブを複数か所実施することにより、数値が100％を超える場合がある。  
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小学校1～3年生の児童数に占める放課後児童クラブ登録児童数の割合（都道府県別）  

全
国
 
 
 

沖
縄
県
 
 
 

鹿
児
島
県
 
 
 

青
】
埼
県
 
 
 

」
人
分
県
 
 
 

熊
本
県
 
 
 

長
崎
県
 
 
 

佐
賀
県
 
 
 

一
喝
岡
県
 
 
 

高
知
県
 
 
 

愛
媛
県
 
 
 

香
川
県
 
 
 

穂
島
県
 
 
 

山
口
県
 
 
 

広
島
県
 
 
 

岡
山
県
 
 
 

島
根
県
 
 
 

鳥
－
服
県
 
 
 

和
歌
山
県
 
 
 

空
言
空
県
 
 
 

丘
ハ
痺
県
 
 
 

」
人
阪
▲
肘
 
 

北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 砺 群 繚 千 束 神 新 富 石 福 山 長 畦 静 愛 三 滋 京 海 裏 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 渇 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賞 都  
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県  
（注）1．児童数については、平成20年5月1日現在の人数（文部科学省「学校基本調査速報」）。   

2．放課後児童クラブ登録児童数については、平成20年5月1日現在の人数（厚生労働省育成環境課調）。  
3．割合については、児童数（小学校1～3年生）に対する登録児童数（小学校1～3年生）の割合。  

放課後児童クラブの国庫補助について  

運営費の負担の考え方（児童数36～70人の場合）  
児暮1人当たりの公費負担額 （保  

1′2  

育所との比較）  

紳輔帖柏  【放課後児童クラブ】（1人当たり月額）  

481．7  
都県 万円  公費負担額 

1′21′※， 
2，900円 

1／3 1／3 雪㌍実習 1／3※「国1ノ6」の財源は事業主拠出金  

ll ll ※平成20年度放課後児童健全育成事業費予算顔を基に算出  

【保育所】（1人当たり月額）  

○全体の概ね1／2を保護者負担で賄うことを想定。  年齢区分 公費負担額  

○残りの1／2分について、児童数が10人以上で、原則、  

長期休暇（8時間以上開所）を含む年間250日以上開設  
0歳児 13．8万円  

するクラブに補助。  1・2歳児 6．8万円  

○児童数36～70人の場合、国庫補助基準額：240．8万円  3歳児  2．2万円  
○その他、開設日数・開設時間に応じて加算  

4歳以上児 1．7万円  

※ 250日は、授業巳＝200日、長期休暇45日、クラブ運営上必要な日（遠足等を想  X平成20年度保育所運営費負担金予算綾を基に算出  

定）土日で5日を想定。  

（参考）放課後児童クラブにかかる平成21年度概算要求額 278．5億円（91，6億円増）  



の処遇について  

指導員の平均勤続年数は、♯勤で5年未満が約4割、非常勤で3年未満が約5割となっており、短期間なものとなって  
いる。  

（施設勃）  

1年未満  1－3年未満  3－5年未満  5－10年未満  10～20年未満  20年以上   合計   

常勤  
8   89   274   354   152   138   

（0．8％）   （8．8％）   （27．0％）   （34．9％）   （15．0％）   （13．6％）  1．015  

3   22   19   80   125   
公立公営  0  

（1．2％）   （8．8％）   （7．6％）   （32．1％）   （50．2％）  
249  

54   213   284   39   6   
公立民営  6  

（9．0％）   （35．4％）   （47．2％）   （6，5％）   （1．0％）  
602  

32   39   51   33   7   

民立民営  2  （19．5％）   （23．8％）   （31．1％）   （4．3％）   
164  

（20．1％）  

非常勤  
58   378   311   124   22   3   

（6．5％）   （42．2％）   （34．7％）   （13．8％）   （2．5％）   （0．3％）  
896  

110   44   32   5   0   

公立公営  38  （19．2％）   （14．0％）   （2．2％）   （0．0％）  
229  

199   240   74   14   2   
公立民営  13  

（36．7％）   （44．3％）   （13．7％）   （0．4％）  
542  

（2，6％）  

69   27   18   3   

民立民営  7  （55．2％）   （21．6％）   （14．4％）   （0．8％）   
125  

（2．4％）  

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  

97  

常勤指導員の月給の平均は、約20万円であり、非常勤指導員の月給の平均は、約8．2万円となっている。  

5万円～   10万円～   15万円～   20万円～   25万円－   30万円～   

5万円未満  40万円以上  合計  

常勤  
4   29   102   568   80   18   74   64   

（0．4％）   （3．1％）   （10．9％）   （60．5％）   （8．5％）   （1．9％）   （7．g％）   （6．9％）  
939  

公立公営   
6   18   36   5   7   71   61   

（0．5％）   （2．g％）   （8．8％〉   （17．6％）   （2．4％）   （3．4％）   （34．6％）  （29．7％）  
205  

19   49   473   30   3   0   2   

公立民営  2  （3．3％）   （8．5％）   （81．8％）   （5．2％）   （0．5％）   （0．0％）   （0．3％）  
578  

4   35   59   45   8   3   

民立民営  ■  （2，6％）   （22．4％）   （37．8％）  （28．8％）   （5．1％）   （0．6％）   （1．9％）   
156  

非常勤  
273   365   92   101   41   0   

（10．5％）   （11．6％）   （4．7％）   （0．1％）   （0．0％）   （0．1％）  
874  

（31．2％）  （41，8％）  

公立公営   68   30   18   83   38   0   0   

（7．6％）   （34．9％）   （16．0％）   （0．4％）   （0．0％）   （0．0％）  
238  

（28．6％）  （12．6％）  

288   46   12   2   0   0   

公立民営  172  （8．8％）   （2．3％）   （0．4％）   （0．0％）   （0．2％）  
521  

（0．0）  

47   28   6   0   P   0   

民立民営  33  （24．3％）   （0．9％）   （0．0％）   （0，0％）   
115  

（5．2％）  （0．0％）   

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  
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放課後子ども教室との関  について  

【放課後子ども教主推進事♯についての内容・目的】  

青少年の問題行動の深刻化や地域の教育力の低下等の緊急的課題に対応するため、放課後や週末等にすべての子どもを  
対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取り組みを推進する。  
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放課後児童クラブと放課後子ども教室について  

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）   放課後子ども教室推進事業   

趣旨・対象   共働き家庭の児童（小学校おおむね1～3年生）を対象と   すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、  
して、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供   地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民と  

【児童福祉法第6条の2第2項に規定】   の交流活動等の取組を推進   

20予算額   186．9億円（20，000か所分）   77．7億円（15，000か所分）   

補助率   1／3（園、都道府県、市町村がそれぞれ負担）  1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）   
※別途保儀者（利用料）負担あり  

補助基準額  運営費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）  

（20年度）   創設費：1，250万円、改修費：700万円、  備品費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）   
備品費：100万円  

指導員等   放課後児童指導員（専任）を配置   地域の大人、退職教具等を安全管理員、学習アドバイザー等として  

配置   

実施場所   学校内（余裕教室）  28．5％   小学校  
学校内（専用施設）   19．8％   公民館  

設   
（平成20年5月）  

1  （平成19年度）  

既存公的施設   9．1％  
67％                12％  その他（民家、保育所等）17．0％   

実施か所数  17，583か所（平成20年5月）〔対前年898か所増〕   7，821か所（平成20年度《予定》）   

利用児童数  登録児童数約79万人（平成20年5月）  

要に応じて土曜日も開所）   たり平均126日）   

〔対前年4．5万人増〕  竿驚慧藍主よ濫去三戸訟〕（平成18年度）   
実施形腰層  原則として年間250日以上開所（夏休み専の長期休暇や必  概ね年間を通じて断続的・単発的に実施（平成20年虔は1か所あ  

※平成18年度の数値は、地域子ども教室推進事業の実施状況  100   



1．「放課後子どもプランlの定義   

○ 市町村が策定する「事業計画」と同計画に基づく「放課後対策事業j  

（放課後子ども教室推進事業・放課後児童健全育成事業）の総称  

5．都道府県の体軋役割筈  
○都道府県は、実施主体である市町村において円滑な取組促進が図   
られるよう、以下の支援を実施  
・行政、学校、社会教育、福祉の各関係者及び学識経験者等で構成  
される「推進委鼻会」を設置し、プランの実施方針、指導者研修の企  
画、事後検証・評価等、域内におけるプランの総合的な在り方を検討  

・コーディネーター、安全管理員、放課後児童指導層等の事業関係  
者の資質向上や情報交換・情報共有を図るための研修の合同開催  

・基本的に教育委員会が主管部局となるが、都道府県の実情に応  
じて福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

・主管部局は、推進委員会事務局、補助申請事務等の業務を行う  
に当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。  

2．実施主任   

○ 事業計画の策定主体：市町村   
○ 事業の実施主体：市町村、社会福祉法人、特定非営利活動法人他  

3．事集線暮   

○ 国において、二つの事業を「放課後子どもプラン推進手業」として、   
交付要綱等を一本化し、都道府県・指定都市・中核市に交付   

○ 都道府県においても、国に準じて交付要綱等を一本化し、国・市町   
村との事務手続を基本的に教育委員会が一括して処理  6．市町村の休削い役割等  

○ 市町村は、行政、学校、放課後児童クラブ、社会教育、児童福祉、   
PTAの各関係者及び地域住民等で構成される「運営委員会」を設置   
し手業計画、活動プログラムの企画、事後検証・評価等を検討  

○ 基本的に教育委員会が主管部局となるが、市町村の実情に応じて   
福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

○ 主管部局は、運営委員会事務局、補助申請事務等の業務を行うに   
当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。  

4．塞壷！汁両の策定   

○ 市町村は、教育委員会と福祉部局の具休的な連携方策、21年度   
までの「放課後子どもプラン推進事業」の小学校区単位の実施計画等   
を盛り込んだ事業計画策定に努めることとする。  

○ また、本事業計画が、次世代育成支援行動計画の内容を前倒しし   
て実施するもの等であっても、行動計画の変更は必ずしも必要としない。  

7．市町村における車重の妻施  

○ 余裕教室の利用や小学校敷地内での実施を基本とし、体育館、保健室等の学校諸施設の弾力的な活用に努めることとするが、現に公民館や児童   
館など小学校外で手業を実施している、余裕教室が無し＼などの場合lこ地域の実情に応じて小学校外で実施しても差し支えない。  

○ 各小学校区毎に、学校や関係機関・団体等との連絡調整、活動プログラムの企画・策定等を行うコーディネーターを配置  
○学習活動やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会の提供や、放課後児童クラブ対象児童に対する現行水準と同様の   
サービス（適切な指導層の配置、専用のスペースの確保等）の提供  

就学前児童が育つ場所  

○就学前児童が日中育てられている場所を年齢別に見ると、以下のとおり。  

●雷義所内優▼▲敵  

■優▼ママ  

臼幼稚■  

日暮轟書  

田ベビーホテル  

田■可外≠★施設  
（モの他）   

ロ保▼断  

0■児  1■児  2■児  3■児  4義以上児  
出典）就学前児暮数：平成19年人口推計年報【総務省統計局（平成19年10月1日現在）】  

幼稚園如應児童数：学校暮本調査（速報）【文部科学省（平鹿20年5月1日現在）】  
保育所利用児義教：福祉行政報告例（概数）【厚生労蘭省（平成20年4月1日現在）】  
認可外保萬施設、ベビーホテル：厚生労働省保書誅調べ  
保書ママ、事♯所内保育施設：厚生労♯省保育練調べの年齢計の入所児i数を按分した数価  
褒臆零．就学前児暮数と各施設入所児童数総計との差  
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各種の子育て支援事業の制度的な位置付け  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）  
（市町村の責務）  

第21条の8市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが   
積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当   
該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動   
の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならなし†。  

第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事   
業並びに次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業」という。）が着実に実施されるよう、必要な措置   
の実施に努めなければならない∩   

一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業   
二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業   
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業   

（市町村の情報提供等）  
第21条の11市町村は、子育て支援事業に閲し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者の  
希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業   
の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又  
は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。  

③市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託   
することができる。  

④子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

※国会へ再提出予定の「児童福祉法等の一部を改正する法律案」においては、第21条の9について、子育て支援事業の例示に、乳児家庭全戸   

訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業を追加する改正が盛り込まれている。  
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各種の子育て支援事業に対する財政措置   
○ 市町村の各種子育て支援事業に対する財政措置は、主として「次世代育成支援対策交付金」（ソフト交付金）  

と、「児童育成事業費」により行われている。  

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）   児童育成事業費   

（1）制度概要  ○ 市町村が地域行動計画に基づき策定した毎年度  ○ 市町村等が行うー定の事業に対し、児童手当制  

の事業計画に対し、一定の算定基準に基づいた額   度における事業主拠出金を財源として、圭蓋毎に  
を国が補助するもの。  定められた一定額を国が補助するもの。  

○具体的には、事豊吉と児章人口筈により、各年度  
※児童手当の支給に支障がない範囲内において  

の同庫予主査百を配分。  

※享董毎に一定額が補助される仕細みではない。  
実施。   

（2）対象事業  ・乳児全戸家庭訪問事業   ・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  

・養育支援家庭訪問事業   ・病児・病後児保育事業  
・ファミリー・サポートセンター事業   t 家庭的保育事業  

・子育て短期支援事業（シ］－トステイ・トワイライトステイ）   ・認可化移行促進事業  

・延長保育促進事業   ・休日・夜間保育事業  

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   ・特定保育事業  

■ 地域における仕事と生活の調和推進事業   ・一時保育（一時預かり）事業  

・へき地保育所事業   t 地域子育て支援拠点事業  

・家庭支援推進保育事業   ・民間児童館活動事業  
・その他事業（※地域の創意工夫を活かした専業）   等   

（3）財源  国1／2、市町村1／2   事業主1／3、都道府県1／3、市町村1／3   
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他の社会保障制度における市町村事業の仕組み  
介護保険制度   障害者自立支援法   次世代育成支援  

〔地域支援事業〕   〔地域生活支援事業〕   〔次世代育成支援対策交付金〕  

（事業内容）   （事業内容）   （事業内容）  

市町村において実施する以下の事業   市町村において夷施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業  
1．必須主童   1．必：君暮童   

（D介護予防事業   1相談支援事業  
（※必須暮斐はなく．すべて任意。）  

②包括的支援事業（介護予防ケアマネジ  ②コミュニケーション支援事案   ・乳児全戸家庭訪問事業  

妄窟ヲ艶欝牒翳警漕攫隻 務）  ③日常生活用具給付等事業   
・養育支援家庭訪問事業  
・ファミリー・サポートセンター事業  

2．任意事董  
⑤地域活動支援センター機能強化事業        ・子育て短期支援手業（シ］－トステイ・  

①介護給付費等費用適正化事業   トワイライトステイ）  

②家族介護支援事業   などのメニュー事業のほ  ・延長保育促進事業  等  
（aその他の幸姜（※各自治体の創意   意工美による幸糞安価  ・その他書董〔 

エ美に上る土妻妾施が盲一能）   
エ美による塞豊実施が可1拒（）  

（財政支援・財源構成）   
（財政支援・財源構成）   （財政支援・財源構成）  

地域生活支援事業の実施に必要な費用  市町村が地域行動計画に基づき策  
地域支援事業の実施に必専な曹用につい  について、一定の董定基準に基づいた鮨       日 定した毎年度の事業計画に対し二足   て 
．上限麺〔※）の範廃内において‥以下の  皇国過払。   

の豊定某倭に基づいた蘭を国が補助  
財源構成により．関係者が負担。  

人口による某進  するもの。  
※当該市町村の介護給付費の3％以内  により．各年度の国産予豊蔭を配分  

具体的には、手套稟繕と  
具体的には、賽姜奮とl月．書人口暮に  

［＝：五i垂直豆亘：：：コ  蘭遼  より．各年度の国産予豊顔を配分。  

（国：1／2、都道府県：1／4、市町村：1／4）  ※事業毎に一定額が補助される仕  
組みではない。  

※なお、市町村による事業のほか、  

佃煮構成】     【財＃蠣慮】  

都道府県による享糞（貴門件の高い  

婁董や研修享蓋筈）あり。  
※r2卑」…40～64▲の保険料  

各種子育て支援事業の取組の現状  
《事 業 名》  《事 業 内 容》  《19年度実績》 《地域における箇所数》  

乳児家庭全戸  
訪 問 事 業  

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援  
に関する情報提供や養育環境等の把握を行うもの。  

全市区町村の   
58．2％  1，063市区町村 （平成19年度交付決定へ’－ス）   訪

 
問
 
支
援
 
 

養 育 支 援  
訪 問 事 業  

養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や  
技術指導等を行うもの。  

全市区町村の   
42．9％  784市区町村 （平成19年度交付決定へ●－ス）  

親
や
子
の
集
う
場
 
 

地 域 子 育 て  
支援拠点事業  

地域において子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談・  
援助等を行うもの。  

1小学校区当たり   

0．20か所  4，409か所 （平成19年度交付決定へ●－ス〉   

4，718か所  
（公営3．125か所、   
民営1．593か所）  

（平成18年10月現在）  

児童に対する遊びを通じた集団的・個別的指導、放課後児童の育  
成・指導、母親クラブ等の地域紙繊活動の育成、年長児童の育  
成・指導、子育て家庭への相談等。  

1小学校区当たり   

0．21か所  
児 童 館 事 業  

一 時 預 か り  
（一時保育）事業  

保護者の疾病、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等による  
緊急・一時的な保育サービスを提供するもの。  

1小学校区当たり   

0．32か所  7，214か所 （平成19年度交付決定へ■－ス）  
預
 
 
か
 
 
り
 
 

子
 
育
 
て
 
短
 
期
 
 

支
 
援
 
事
 
業
 
 

短 期 入 所  
生 活 援 助  
（ショートステイ）  

事  業  

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の  
養育が困難となった場合等に、児童養護施腰など保護を適切に行うこと  
ができる施設において養育・保護を行う（原則として7日以内）。  

1市区町村当たり   
0．32か所  584か所 （平成19年鹿交付決定ヘーース）  

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり  
児童の養育が困難となった場合等の緊急の場合に、児童養護施設など  
保護を適切に行うことができる施設において児童を預かるもの。宿泊可。  

夜間暮雄等  
（トワイライトステイ）  

事  業  
1市区町村当たリ   

0．18か所  301か所 （平成19年度交付決定へ■－ス）  

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（利用会員）と、  
援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に関す  

る連絡・調整を実施するもの。  

・
・
業
 
 

一
卜
事
 
 

り
－
一
 
 

■
 

ミ
タ
 
 

ア
ポ
ン
 
 

フ
サ
セ
 
 

1市区町村当たリ   

0．30か所  540か所 （平成19年度交付決定へ●一入）  

注：市区町村の総数l机827（平成柑年4月1日現在）。JJ＼学校区としての国公立小学校凱ま22．270（文部科学省「平成20年康学校基本調査（速報）」（平成20年5月1日現在）。   



各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況①  
（平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」）  

生後4か月までの全戸訪問事業  育児支援家鹿訪問事業  生後4か月までの全戸訪問事業  
（こんにちは赤ちやん事業）  （こんにちは赤ちやん事業）  育児支援家庭訪問事業  

実施市区町村教  ／妄絡も  実施市区町村赦  ノ実施率．  実施市区町村数  J実施率＼  実施市区町村数  」鼻施卒㌧   

北 海 道  103   J57．2％＼   70   J38．9†il  滋 賀 県   18   ∫ 69．2，iミ   13   ∫50．鍋＼   

青 森 県   19   ∫ 47．5％ ミ   ヂ 27．5％ て  京 都 府   16   ∫ 61．5％ ミ   14   ∫ 5ユ．8％ ミ   

岩 手 県  30   85．7％ ミ   20   57．1％ ミ  大 阪 府   18   ∫ 41．9％  ミ   31   f 72．1％ ミ   

宮 城 県   35   97．2％  ミ   31   88．1％  ミ  兵 庫 県   2a   68．3％ ミ   23   妄 56．1％   

秋 田 県   13   52．0％   4   16．0％  奈 良 県   16   ‡ 4l．0％   15   38．5％   

山 形 県  28   80．0％   20  57．1％  和 歌 山 県   10   33＿3％   8   20．0％   

福 島 県  28   43．3％   14   23，3％  鳥 取 県   15   78＿9％   3   15．8％   

茨 城 県  24   54，5！も   20   45．5％  島 根 県   17  81，0％   52．4％   

栃 木 県   18  58．1％   17   54．8％  岡 山 県   17   63．0％   16   59，3％   

群 馬 県  26  68．4％   15   39．5％  広 島 県   18   78．3％  n   47．8％   

埼 玉 県  27  38．8％   25  35．7％  コ 県   14   63．6％  10   45．5％   

干 葉 県  27  48．2％   15  26．8％  島 県   12   50，0‰  9   37．5％   

東 京 都  27  43．5％   42  67．7％  Jll 県   10   58＋8ヽ  6   35．3，i   

神奈 川 県   12  36．4，i   15  45．5％  媛 県   7   35．0％  5   25．0％   

新 潟 県  25  71．4！i   16   45．7％  高 知 県   19   54．3％  n   31，4％   

富 山 県  n  73．3％   4   26．7％  福 岡 県  31  47．0％   31  47．0％   
8   石 川 県   19   100．肌  …   19   100．0％  佐 賀 県   1g  82．6％  34．8％   

福 井 県  14   82．4，も   6   35．3†i  長 崎 県  21   91．3％   16   69．6％   

山 梨 県  20  71．4％   19   67．9†i  熊 本 県  29   60．4％   13   27．1％   

長 野 県  47   58．0％ ；   28   34．8％  大 分 県   61．1％   9   50．0％   

岐 阜 県  21   50．0％ f   15   35．7％ ∫  宮 崎 県   10   ミ 33．3％ テ   5   16．7％ f   

仲 同 県  30   ～ 714％ ～   18   ミ 42．9％ f  鹿児 島 県  23   ミ ヰ6．g％ ～   10   ミ 20．硝j   

愛 知 県  29   、 46．0％J   35   て 55．6％ ∫  沖 縄 県   33   ミ 80．5％ ∫   17   ミ 41．5％ ∫   

三 重 県  20   ＼89．0％J   12   14l．4％ノ  今 庄】中 だ1  1063   58．2％ ノ   784   ＼42．9％J   

● 
■●●－●  

■■■●●      平 成18 年 度  ●  451   埠吋■   

※ 各都道府欄には政令指定都市・中核市を含む。  

※ 平成19年度次世代育成支援対策交付金交付決定ベース  
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各種の子育て支援事業の都道府県別■取組状況②  

（一時預かり）  

実施割合（％）  
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北青岩音秋山 福茨栃群塙千乗神 新富 石福 山長岐前受三滋 京大兵柔 和  
海森手械 日 形 島城木馬 玉葉東条潟山 川井 梨野阜岡 知 壬賀 都阪庫良歌  
道県 県 県 県 県 県 県 県県 県県都川 県 県 県県 県県県県 県 県県 府府 県県 山  

県  県  
斗1実施割合は、一時保育実施保育所数（総数）に占める各都道府県の一時保育実施保育所独の割合である．（平成19年度交付決定ベース）  
■2 都道府県の実施割合は、その区域内の政令指定罰市、中核市に係る実施割合を含んだものである。  



各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  

相 吐 嘆 嘆 喋 味 嘆 嘘 嘆 畦 吐 嗅 椿 吐 喋 喋 疲 吐 些 吐 喋 咲 喋 喋 嘆 僅 笹 喋 嘆 嗅 味 喋 咄 嗟 吐 喋 些 喋 喋 喋 嘆 嘆 喋 嘆 喋 喋 喋 紅  
塵 様 ≠ 肇 田 染 嶋 聾 ≠ 畔 周 獣 棟 ≡ 曙 ∃ 三 汰 献 騒 叫 匿 景 叫 桝 詩 崖 慢 咽 ∃ 踏 騨 ∃ 嶋 □ 噌 ≡ 楽 長 匿 旗 智 せ 虫 聖 ヰ 嬰 羽 賀   伽  ∃  横 堤   卜 琳 月給  袖 悼  ∃ 唖  金 融l‥    く   ヰ 郎 区  ∃  閻        伽  

僻 叫  泰  擢   祐 蟹    振   搾   型   瀾 條 ぺ 叫 耶 ＃    域  控  削 憾 聖 堂 叫 縦 ぺ  禦 兼  
賢  岸  増  

※各都道府県の乳幼児人口（0～4歳）については平成17年国政調査による。  

※地域子育て支援拠点箇所数については、平成19年度交付決定ベース。  

地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  
市区町村軌  実施市区町村敷  実施率  市区町村数  実施市区町村数  実施率   

北  海  道   180   126   70．0†i   滋  賀  県   2（；   21   80．8，i   

青  森  県   40   29   72．5！i   京  都  府   26   25   96．2％   

岩  手  県   35   30   85．7！i   大  阪  府   43   41   95．3％   

宮  城  県   38   31   8（；．1％   兵  庫  県   41   35   85．4％   

秋  田  県   25   19   76．0，i   奈  良  県   39   29   74．4％   

山  形  県   35   29   82．9，i   和 歌 山 県   30   17   56．7％   

福  島  県   59   24   40．7％   鳥  取  県   19   18   94．了％   

茨  城  県   44   40   90．9％   島  根  県   21   18   85，7％   

栃  木  県   31   25   80．6†i   岡  山  県   27   21   77．8％   

群  馬  県   38   24   83．2％   広  島  県   23   22   95．7％   

埼  玉  県   了0   57   81．4％   山  口  県   20   18   90．0％   

干  葉  県   56   40   71，4，i   徳  島  県   24   21   8丁．5％   

東  京  都   62   37   59．7，i   香  川  県   17   15   88．2％   

J＝＝   ‾        ∴   33   24   72．7％   愛  嬢  県   2（】   17   85．0％   

新  潟  県   31   30   96．8％   高  知  県   34   19   55．9％   

吉  山  県   15   14   ＼ 93■3％   福  岡  県   66   50   75．8％   

石  川  県   
ノ  

19   1g  100．0％   佐  賀  県   20   13   65．0％   

福  井  県   17   16   94．1！i   長  崎  県   23   19   82．8％   

山  梨  県   28   17   60．7％   熊  本  県   47   40   85．1％   

長  野  県   81   4g   60．5，i   大  分  県   18   17   94．4％   

岐  阜  県   42   37   88．1％   宮  崎  県   30   20   66．7％   

静  岡  県   38   38   100．0％   鹿 児 島 県   45   30   66．7，i   

愛  知  県   61   53   86．9％   沖  縄  県   41   22   53．7％   

三  重  県   2g   26   89．7％   全 国 平 均   1．805   1．382   76．6％   

注1）市区町村数は、平成20年11月1日現在。各都道府慎には政令指定都市、中棲市を含む。  
注2）平成19年虎児董環境づくり基盤整備事事た補助金交付決定ベース  ゎ 
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地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  

（乳幼児人口（0～4歳）1，000人当たりのか所数）  

注2）地域子育て支援拠点か所故については、平成19年産児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付決定ベース。  111  

各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  

（ファミリー■サポート・センター事業）   
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※各都道府県の市町村数（特別区含む）に対するファミリー・サポートセンター箇所数をグラフ化したもの。   



各種子育て支援サービス・制度の利用状況  

○ 各種子育て支援サービス・制度の利用状況を見ると、どれも利用したことがない家庭が半数近くを占める。  

○利用したことがある制度・サービス（1歳以上の子どもをもつ初婚どうし夫婦）  
（％ノ  

0  5  す0  †5  20  25  30  35  40  45  50  

：：：二・・・賞無禦望禦禁  

量前・塵牡休義朝よ  

★児休義制鷹  

公立の認可保▼所  

哺秦ご蕪 
私立の馳可保★断  

線可外保t施設・紘旺保▼新  

書北嶋Ⅶ爛よ・  
短鴫Ⅶ勤務網よ  

企義内保▼新  

保書ママ・ベビーシッターなど  

（資料）社会保陣・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査」における子どもの出生年が2001年以降の夫婦に係る数値を基に作成。  
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各自治体における多様な取組み（事例）①   
○ 各自治体においては、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）や児童育成事業費によるメニュー事業の   

ほか、多種多様な取組がなされている。  

事暮名   ●■  事霊書■   
■澹書  

嶋壌在宅子すて  穐区  妊●暗からのーかかりつけ俣▼■川耶駄一時保書♯験、各棲★   

支援制鷹「みなと  児体●への●加、蠣爛摘h栄養士、保t士による｛児相止、廉   

つ子」  書■の行事への●加．「俣★■であそぽう」への●加、毎月の  

縛り送付などがある。   

マイ保1蘭量録  石Ilt■  妊●中から出慮後の一児不安を書消するために、身近な保■所   

事暮   内市町  で★児緻重や★児相脚を貴けることができる巾度」医｛所は暮鑓  

割  ■になっており、rマイ保■l■利用券Jを使って平日午前半8保欄  

を■製で封同量けることができる｝   

マイ保禽■みんな  石川県  子雷てコーディネーターをだ■し、r子鶉て支櫨ブラン」を作成す   

で子｛て応援事  るeこれは、介吐保険のケアブランの一児版のようなもので、鞭Il   

集  的・糾爾的な保★サービスの利用を促し、蠣児不安を解消し、子ど  

もの失速を支援するもの。   

派遭型一時保■  遽区  保■毒のヰ病、入統幕により、一時的に俣■が必筆となる子ども   

●t  の自宅に保縛者を瀬1して保■を行う。一時俣礪の他、病後児保  

書、ホ生児傍■もあ仇   

派正型保禽サー  七■市  市に保｛ママとして登鑓されている子★て繚♯者が、子どもを≠   

ビス  かる派止型保書サービス。（l）産後の母娩の身の回りの世話や新  

生児の世鰭烏■後■安心ヘルパー淡遭サービス）、（2）■気の回t  

糊にある子どもの一時預かり（■後児暮在宅保★サービス）、（3）  

保攫善が■先の時や冠糟書祭の時などの子どもの一時預かリ  

（訪問型一時俣¶サービス）が含まれる。保書の実施囁所は、保  

★ママの自宅もしくは子どもの自宅。   

事義名   ■■  ●■■暮   

■胸陣  

協定書偏による  新宿区  （り痍気や出産のため入院、（2）竃扶の■九の介麒、（3）E糟葬   

子どもショートステ  祭、（4）●故や災書、（5）そのほか、書庭で兼★できない●†lがで   

イ■責  きた場合、0厳から小学校6年生までの子どもをショートステイ旭  

カー底で預かるく1日3（氾0円、■免あり）‘   

すみすみ子■て  托井黒  NPO法人やシルバー人材センターなどが行う、一時預かりや家●   

サポート●1  支離讐の利用料を助成。〈♯事柄用料1時間350円）   

子書て応援券  杉轟区  駄筆筒の子どものいる篭庭に、一時保★やれ子コンサートなど、  

他職の子｛て支醜サービスに利用できる靡を配付．   

子■てファミリー  
世帯居住支援   

大飯市  

他   

子禽て世帯に■し  愛知■  子★て世♯に■Lた住まし＼の基本的な考え方をれ民・事霊者にガ   

た住宅・住坤壌ガ  イドラインとして提示。   

イドライン  

子★て支援マンシ  一日区  区内に供給される、ソフトり＼－ドの両面で子★てに配■されたマ   

ヨン紘玉鋼度  ンションを認定・支援することにより、子1てしやすい居住環塊を  

整■ド   
高h者世1と子  ■洪積  ▲齢者住みサえ相鱒．子繹て世職への転貸支線、ホ仏者向けt   

禽て世帯の住轡  良賃貸住宅の供給を一体的に兼施．   

え毛デル◆t  

道営であえ－る  北濃■  遭営住宅について、子書て支援仕様の住空間、子★て支援サー  

ビスを一体的に書■。子どもの年齢に基づく期限付き入居を縞  

入∪   
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各自治体における多様な取組み（事例）②  
事雷名   取繊  ■暮■■   

自治体  
「子ども条例」制定に向け  書田市   子どもの権利を保障し、社会全体で子どもの育ちを支え合う   

た子どもの参画  地域社会を業現することを目的に制定。検討過程で、公暮  

子ども委員、地域子ども会は（26中学校区）、3回のパフリッ  

ク⊃メントなどを実施。   

子ども部会の討慮による  モ1追   子どもの未来づくりTは会こ子どもの未来づくりのための少   

知事への提案  子化対策権遭条例に基づく設正）の子ども部会で特定のテ  

－マをもとに検討し、知事に操業！。   

子どもを虐待から守る粂  三軍県 他  条例に基づき、子禽て支線指針、早間発見対応指針、保膿   

例  支援指針を鼠重し．未然鵬止・早期発見・回復・再構築の支  

援を図る亡   

みえ次せ代禽成応接ネッ  三業県   三豊県の企1と地域の団体が連携して、子育てに膿しい他   

トワーク  域社会づくりに取り組む地域密■里子角て応援ネットウー  
ク」マッチング●能、企爾の支線などを犬施。   

子禽てネットの正賞・マッ  三■吊 他  ll々な子禽て情報や子脅て相膜を行うサイトの運営や、乳   

フづくり  幼児のいる子角て家庭を対象にした市内まちあるきマッフの  

作成を企霊やNPOと協≠して真施．   

子《て総合支援センター  電■県   市町村・NPO・子肯てサークル等の千倉て関係細▲の取組   

●t  を総合的にコーディネートすることや、人材角成、子合て支  

援用撥の■檎・発憤など．手癖て支援活勤を支援し   

子負てま臆優待■1  子禽て賓廉にカードを配布し、県内の協賛店■・穐設で商品  

の刑引や優待サービスなど様々な積典が受けられるu   

チャイルドライン  18歳までの子どもがかけるt括として、子どもの声に耳を傾  

ける叫のヰ成など、子どもの停会な成長のための社会基盤  

づくりの取組】   

父親の子員て参加促進  埼玉県 他  tき方の見▲しとともに、地域や■附こおいて父挟の食■   

●t  ■成や父親同士の仲間づくりを止め、子自て●加の慧膿を  

息める）   

出会いの嶋づくり・結れ  イベント等の開催による結婚を望む男女の出会いの機会撫   

応援事暮  供や結姉相鰻の実施lこよるお相手紹介  

事象名   ■ll  ●t■■   

■カ縫  

妊岬僚■鯵鐘  妊■書庫鯵査盤鯵食用を自治体で負担．   

♯用取成糾虎  
出産責用助成  分娩や入院にかかる出盆景用のうち、出血角児一時優等を善し  

引いた金鋳の助成等し   

乳幼児霹瞼費  乳幼児にかかる鰐椴責の助成く】   

助成  

歯科検鯵  乳幼児☆鯵とあわせて、歯科槙鯵の実施レ   

瞳愛撫鯵  羽島市  
嬉現川町  
惚   

プレーパーク事  世田谷区  住民との協働により、プレーノーダーや地域ボランティアのもと、子   

t  どもたちの拝命心を大切に、自由にやりたいことができる遊び場づ  

〈りを翼施．   

おもちや回■館  坤盲のある子どもたちにおもちやを用意し．気に入ったおもちやを  

遭んで遊ぶ牡会を提供し∴家でも遊べるよう買L出しを行うL署娃  

にも仲間作りや憺欄交汝の嶋となっている」   
子禽て頼政至  1宮守市  錆児相繰の総合奄ロを開披し、独自に養成した「子自てケアマネ  

ージャーJが千鶴ての悩み全般に対し、遇切な支援サービスを去  

内し  

社会保障国民会議 第3分科会  
（持続可能な社会の構築（少子化・仕事と生活の調和）分科会）   

中間とりまとめ（平成20年6月19日）（抜粋）  

3．（2）地域全体が支える、世代を超えて支える子書て支援   

子育てには時間と人手がかかるが、それだけに得られる幸福感も大きい。   

しかしながら、地域での子どもとのふれあいの減少などにより、親になるまでに子育てに肯定的な感情を持てないこ  

と、親になっても、子育てについて身近に悩みを相談する相手がいないことなどから、親が子どもとのきずなを見いだ  

せない、子育ての負担面ばかりを感じがちであるといったケースが増えてきている。子どもに関わる豊かな時間を生み  

出し、子どもと一緒に暮らし、子どもとともに親も成長する充実感、子育ての本当の楽しさを実感できるような子育て支  

援が必要とされてきている。  

子育て支援は地域が支えることが重要である。町内会・自治会、NPOなどの市民団体や、企業、シニアや若者をは  

じめとする地域住民など、多様な主体が担い手となって、地域全体が子育てに関われるような支援、子育て家庭のリ  
スクにもきめ細かに対応できるような地域のネットワークが必要である。子育て支援のサービスの担い手としては、依  

然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が大半を占めているものがあり、新規参入のNPO等が参入し  

づらい現状がある。このため、今後、担い手の育成という視点も含め多様な主体の参画に向けた検討がなされるべき  

である。地方公共団体における政策の決定過程やサービスの現場等においても、親を一方的なサービスの受け手と  

してではなく、相互支援や、サービスの質の向上に関する取組などに積極的に参画し得る方策を探るべきである。  

また、 頬白身が、やがて支援側に回れるような循環を地域に生み出し、高齢者も含めた地域の力（例えば地域の  

「社会的祖父力・祖母力」の活用による世代間交流）などを有効に引き出すことができるよう、子育てに優しいまちづく  

りの視点も含めた環境づくりが必要である。多子世帯に配慮した支援なども重要である。  

これからの子育て支援は、すべての家庭を対象に、子ども自身の視点に立つとともに、親の主体性とニーズを尊重  

し、子育てが孤立化しないように、子ども自身と顛の成長に寄り添う形で支援することが重要である。  

幼少期から長期的展望に立って子育てに関心を持つ、「心を育てる」取組を幅広く進めるとともに、子どもを持ち、  

育てる喜びを認識し、共有するための情報発信にも力を入れていくことも必要である。  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み①  
（認可保育所に関する情報）  

○現行制度においては、市町村に対し、認可保育所の運営状況等に関する情報提供義務が課せられている。  

○ また、保育所に対して、地域住民への当該保育所の保育に関する情報提供の努力義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第二十四条 （略）  

2～4 （略）  

5 市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めると   
ころにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に閲し情報の提供を行わ   
なければならない。  

第四十八条の三 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に閲し情軸の撞供を行い、並びにその   
行う保育に支陣がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。  

2 （略）   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）（抄）  
第二十五条 法第二十四条第五項に規定する厚生労働省今の定める事項は．次のとおりとする。   

－ 保育所の名称、付置及び設置者に関する事項   

‾の二 当該保育所が認定こども園（就学前保育等推進法第六条第二項に規定する認定こども園をいう。以下この条において同じ。）  
である場合にあっては、その旨   

二 保育所の施設及び設備の状況に関する事項   
三 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項  

イ 保育所の入所定員．入所状況 、職員の状況及び開所している賠闇  
口 保育所の保育の方針   
ハ 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、就学前保育等推進法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる子どもの数   
二 当該保育所が私立認定保育所である場合にあっては、第二十四条の二葉二項の規定により都道府県知事に届け出た選考の方法  
ホ その他保育所の行う事業に関する事項   

四 法第五十六条第三項の規定により徴収する顔又は就学前保育等推進法第十三集束四項の規定による保育料の宅割こ関する事項   
四の二 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもに関する  

利用料の額   
五 保育所への入所手続に関する事項   
六 市町村の行う保育の実施の概況  

② 法第二十四条第五項に規定する情報の提供は、  が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。  117  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第一章 総則  
4 保育所の社会的責任  

（1） （略）  

（2）保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めな  
ければならない。   

第六享 保護者に対する支援  
2 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援  
（1） （略）  

（2）保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること。  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み②  
（認可外保育施設に関する情報）  

○ 現行制度においては、認可外保育施設に対し、利用料、保育士等の配置数及び勤務体制、保険に関する事項   

等について、都道府県に対する報告を義務付けている。  

○ 都道府県知事は、必要と認める事項を取りまとめ、市町村長に通知するとともに、公表するものとされている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第五十九条のこの五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、   
都道府県知事に親告しなければならない。  

省令で定めるところにより、当該施設の運営の状ミ  

2 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二束一項に規定する施設に閲し児童の福祉のため必羞土  

認める壬靖を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知する とともに．公蓑するものとする。   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）  
第四十九条の七 法第五十九条のこの五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日まⅥニ提出することにより  

行うものとする。  

一 施設の名称及び所在地  

二 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地  

三 建物その他の設備の規模及び構造  

四 施設の管理者の氏名及び住所  

五 開所している時間  

六 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項  

七 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数   

八 入所定員  

九 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制  

十 保育士その他の聴員の配置数及び勤務の体制の予定  

十一 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額   

十二 捷携している医療機関の名称、所在地及び提携内容  

十三 その他施設の管理及び運営に関する事項  

119  

現行の情報公表・情報提供の仕組み③（認定こども圃）   

○ 現行制度においては、都道府県に対し、認定こども園を利用しようとする者に対し、施設の名称・所在地等を   

周知する義務が課せられている。  

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）  
（認定こども園に係る情報の提供等）  

第六条 都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該認定を受けた  

施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育槻：要（当該施設において行われる教育及び  

保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第一項において同じ。）についてその周知庖図るものとする。第三条第三項の規定による公示を行う場合も、   

同様とする。  

2（略）   

（認定の申請）  

第四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項  

各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に操出しなければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

二 施設の名称及び所在地  

三 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児の数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものと  

する。）   

四 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に  

区分するものとする。）  

五 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項  

2（略）   

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成十八年文部科学省・厚生労働省令第三号）  

（法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項）  

第四条 法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
一  認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的と  

するものの別  
二 認定こども園の名称  

三 認定こども園の長（認定こども園の一体的な管理運営をつかさどる者をいう。）となるべき者の氏名  

四 教育及び保育の目標並びに主な内容  

五 第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み④  
（子育て支援事業）  

○ 現行制度においては、市町村に対し、子育て支援事業に関する必要な情報提供の義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  

第二十一条の十一  て 市町村は、子育支援事業に閲し必要な情報の捷供を行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者   

の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利   
用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は   

調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要諦を行うものとする。  

③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託すること   
ができる。  

④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第大草 保護者に対する支援  
3 地域における子育て支援  
（1）保育所は、児童福祉法第48条の3の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等  

を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。  
ア 地域の子育ての拠点としての機能  

（ア）～（ウ）（略）  

（エ）地域の子育て支援に関する情報の提供  
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他の社会保障制度における情報提供制度の例①（医療）   

改正前制度  現行制 よ   

【患者が医療情報を得る手段】   

○ 医療機関の行う広告   

○ インターネット等による広報   

※ 医療機関側による任意の什報   

○ 利用者に対する医療機関内の院内  
掲示  

【見直しの視点】   

○ 必要な冊報は一律に提供  

○ 情報を集約化   

○ 客観的な情報をわかりやすく提供   

○ 相談・助言機能の充実  



匿■★Hの声■牡能にHする什t【■暁】  
別添   

1．t■・壬曽・サービス■に■ナる事■  注t   

（1）暮ホ什●  

病院の名称  ※正式名称（フリガナ）・英語表記（ローマ字表記）   

2  病院の開設者  

3  病院の管理者  

■  痛暁の所在地  ※♯便番号t住所（フリ方ナト英語表記   

5  案内用電桔寺号及びファクシミリ番号  

8  胤  ≡  3条の2に基づく診療科目名   

7  診療日（診療科目別）  府県の任意   

8  診療時間（診療科日別）  府県の任意   

9  病床種別及び届出・許可病床数  

（2）■陳へのアクセス  

10  病院までの主な利用交通手段  ※表記方法は都道府県の任意   
有拝  

病院の駐車場  駐車台数  

有料・無料の別  
12  案内用ホームページアドレス  

13  案内用t子メールアドレス  

14  外来受付時間（診療科巨別）  府県の任意   
15  予約診療の有無  府県の任意（診療科の別、初診・再診の別、予約用電話書号等〉   

18  時間外対応  

17  面会の日及び時間帯  

（8）疇内サービス■  

18  院内処方の有東  

19  対応することができる外国結の種類  府県の任意   
20  障害者に対するサービス内容  

21  革楕子利用者に対するサービス内容  

22  受動喫饉を防止するための措置  

医療に関する相談森口の設置の有無  
23  医療に関する格軌こ対する体制の状況  

相談員の人数  

24  病院内の売店又は食堂の有無  

25  入院食の提供方法  

（4）■用負極欄  

26  保険医療檎騨l、公費負極医療檎Ⅶ及びその他の病院の種類  ※別表   

「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差壊べッ  
ド数及びその金饅  

「予約に基づく診覇」に係る特別の料金の徴収の有無及び  
その金額  

27  選定療養  
「保険医療機関が表示する診探時間以外の時間における  
診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額  
r病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特  
別の料金の徴収の有無及びその金額  
r病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特  
別の料金の撤収の有無及びその金額  

28  治験の実施の有無及び契約件数  報告を行う年度の前年度の治験実施に係る契約件数   

29  クレジットカードによる料金の支払いの可否  

30  先進医療の実施の有無及び内容  ※記入式（文字数等の制限可）   

2．提供サービスや医療重機体制lこ関する●項  

（1）鯵ホ内層、提供保儀・医療・介腰サービス  

31  専門医の種類及び人数  ※別表   

32  保有する施設設備  ※別表   

33  併設している介護施設  ※別表   

34  対応することができる可能な疾患・治療内容  ※別表   

35  対応することができる短期滞在手術  ※別表   

3ち  専門外兼の有無及び内容  ※記入式（文字数等の制限可）   

健康診断実施の有無及び内容   ※記入式（文字数等の制限可）  
37  健康診断、健康相談の実施  

健康相談実施の有無及び内容   ※記入式（文字数等の制限可）   

38  対応することができる予防接種  ※別表   

39  対応することができる在宅医療  ※別表   

40  対応することができる介護サービス  ※別表   

セカントオピニオンのための診療情報提供の有無  
41  セカントオピニオンに関する状況  

セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金  

42  地域医療連携体制   
医療連携体制に対する窓口設置の有無  

地域連携クリテイカルパスの有■  
地域の保健医療サービス又は福祉サービス  

43   を提供する者との違挽に対する窓口投置の  
有無  
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3．■■の義■、■1にHナも■■  

医療従事者の人数   ※別表  

叫  病院の人員配鷹  外来患者を担当する医療従事者の人数   ※別表  

入暁患者を担当する医療従事者の人数   ※別表   

45  看護師の配置状況  ※一般病床、瘍暮病床、精神病床、感染症病床、結核病床別の看護配置   

医療妾全についての相談窓口投■の有無  

医療安全管理者の配tの有無及び書饉又は兼任の別  
ヰ¢  法令上の義務以外の医療安全対策  

安全管理部門の設置の有無及び部門の構成長の職種  

医療事故情報収集等事業への参加の有無  

院内感染対策を行う者の配tの有女及び専任又は兼任の別  

4丁  法令上の義務以外の院内感染対策  院内感染対策部門の投鷹の青魚及び舶門の構成員の♯種  

焼肉での感染症の発症率に関する分析の実施の有無  

48  入院診療計画策定時における院内の連携体制の有ホ  

オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況  

ICDコードの利用の有無  
49  診療情報管理体制  

t子カルテシステムの導入の有無  

診療録管理専任従事者の有無及び人数  

50  情報朋示に関する窓口の有無  

引  症例検討体制   
臨床病理検討会の有無  

予後不良症例に関する院内検討体制の有無  

死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日勤  
等治療結果に関する分析の有無  

5之  治療結果欄蘭  

死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日独  
等治療結果に関する分析結果の提供の有叛  

病珠種別ごとの患者数   前年度の1日平均患者数  

53  患者数  外来患者の数   前年度の1日平均患者数  

在宅患者の数   前年度の1日平均患者数   

54  平均在院日数  前年度の日数   

55  患者満足度調査   
患者満足度調査実施の有無  

患者満足度調査編臭の提供の有無  

58  （肘）日本医♯機能評価機構による認定の有九  

他の社会保障制度における情報提供制度の例②（介護）  

介護サービス情報の公表制度の主旨  

【介護サービス情報の公表の制度とは】  

・基本的に全ての介護サービス事業所が、 利用者の選択に資する情報を自ら公表 し、標準  

化された項目についての情報を第三者が客観的に調査・確認し、定期的に公表される仕組み  

※ 事業所の評価、格付け、画一化を目的としない。  

※情報について、公平に、いつでも、経でも間暮可能とするため、インターネットでの什龍朋示を基本と  
する。  

用者が介護サービス事業所を比較検討・選択することを支援  

・事業者の努力が適切に評価され選択されることを支援  
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介護サービス情報の公表制度の仕組み  
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介護サービス情報の公表事項① 【報告事項】  

一 事業所又は施設（以下この表において「事業所等」という。）を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局（以下この   
号において「法人等」とし、う。）に関する事項   

イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先   
口 法人等の代表者の氏名及び職名   
ハ 法人等の設立年月日   
二 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス   
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項  

当該報告に係る介護サー・ビスを提供し、又は撞供しようとする事業所等に関する事項   
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先   
口 介護保険事業所番号   
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名   
二 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日又は指定若しくは許可を受けた年月日（指定又は許可の更新を受けた場合  

にはその直近の年月日）   

ホ 事業所等までの主な利用交通手段   
へ その他介護サービスの種矧こ応じて必要な事項  

以下この号において「従姜者lという∩）に  三 幸墓所害において介護サービスに   

イ 臆拝別の従姜者の数   
口 従姜者の勤務形態、労働隙間．従業者一人当たりの利用毒   
ハ 電惜春の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した蔀   
二 従董者の健康診断の実施状況   

ホ その他介護サービスの種矧こ応じて必要な事項  
四 介護サービスの内容に関する事項  
－イ 事業所等の運営に関する方針   

口 当該報告に係る介護サービスの内容等   

所者又は人陰秦  

ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績   
二 利用者等（利用者又はその家族をいう。以下同じ。）、入所者等（入所者又はその家族をいう。以下同じ。）又は入院患者等（入院  

患者又はその家族をいう。以下同じ。）からの苦情に対応する窓口書の状況   
ホ 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項   
へ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等   
卜 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、筈三者による評価の要塊状領等   
チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項  

五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項  
六 その他都道府県知事が必要と認める事項  
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介護サービス情報の公表事項② 【調査事項】（抄）  

第一 介護サービスの内容に関する事項   

一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院  
患者等の権利擁護等のために講じている措置   

イ 共通事項（（3）については福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護享防福祉用具販売を、（4）に  

ついては居宅介護支援を除く。）   

（1） 介譜サービスの提供開始暗における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の  
同意の取得の状況   

（2） 利用者等．即割こ関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況   
（3）利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の風孟  

の取得の状況   

（4） 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の宴緬の状況   

口～二 （略）   

二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置   
イ 共通事項   

（1） 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取細の状況  
（2） 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取細の壮河   

口～ワ （略）   

三 相談、苦情等の対応のために講じている措置   
共通事項  

苦情筈の対応のための取組の状況   

四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置   
イ 共通事項（福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）   

（1） 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況   
（2） 介護サ瑚の状況   

ロ （略）  
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五 介護サービスの真の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携   
イ 共通事項   
（（1）については訪問介護（中略）に限る。）   
（1） 介護支援喜門員筈との連棟の状況   
（2） 圭治の医師筈との連携の状況   
（3）  地域包括支援センターとの連棟の状況   

ロ～ヌ （略）   

第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項   
一 連切な事業運営の確保のために講じている措置  

共通事項   
（1） 従業者等に対する従業者等が守るべき倫阻 法令暮の周知書の要緬の状況  
（2） 計画的な手業運営のための取組の状況  
（3） 書姜運営の透明性の確保のための取細の壮源   
（4） 介護サービスの捷供に当たって改善すべき課顎に対する取細の状況   

二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置   
共通事項（（3）については、訪問介護（中略）に限る。）   
（1） 事業所又は施設における役割分担筈の明確化のための取組の状況   
（2） 介護サービスの捷供のために必要な情報について従菱者闇で共有する   

（3） 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指違の実施の状況  
三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置  

共通事項  
安全管理及び衛生管摺のための取組の比況  

四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置  
共通書項   
（1） 個人情報の保護の確保のための取細の状況   
（2） 介護サービスの提供記線の聞元の宴緬の状況  

五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置  
共通事項  

ための取組の状ミ  

（1） 従業者専の計画的な教育．研修暮の辛撫の状況   

（2） 利用者等、入所者等又は入院患者等の意向等を踏まえた介護サービスの捷  （3） 介護サービスの提供のためのマニュアル書の活用及び胃直しの要憮の状況   
第三 都道府県知事が必要と認めた事項  

容の改善の実施の状5   
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社会福祉事業の評価に関する枠組み  

○ 社会福祉事業については、社会福祉法により、サービスの質の評価を行うこと等により、良質かつ適切なサー   

ビスを提供する努力義務が課せられている。  

◎ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）（抄）  

（福祉サービスの質の向上のための措置等）  

第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービス  

を受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。  

2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施  

に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。  
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保育所の自己評価に関する枠組み   

○ 保育所については、保育所保育指針により、保育の質の向上を図るため、保育所の保育内容等について自   

己評価を行い、その結果を公表する努力義務が課せられている。  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  

集四章 保育の計画及び評価  

2．保育の内容の自己評価  

（2）保育所の自己評価   

ア保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について自ら  

評価を行い、その結集左公差するよう努めなければならない。   

イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。   

（ア）地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職鼻による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結  

果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。   

（イ）児童福祉施設最低基準案36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に閲し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。  
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「福祉サービス第三者評価事業」の概要  

1．即目的   

○ 意義   

事業者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な  
立場から評価する事業。  

○ 目的   

個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。また、   

福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス   
選択に資するための情報となること。  

2．福祉サービス第三者評価事業 

○ 指 
の推進方策  

針の策定  

福祉サービス第三者評価事業の普及・促進を図るため「福祉サービス第三者評価事業に関する  

指針」を発出。 （平成16年5月7日）  
さらにガイドラインを元に、サービス分野別のガイドラインを検討し、順次通知として発出。  

○ 推進体制  
【全国の推進組織】  

全国社会福祉協議会が、評価事業普及協議会・評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者  

評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。  

【都道府県の推進組織】  

都道府県推進組織が、第三者評価機関認証委員会・第三者評価基準等委員会を設置し、第三者評価  

機関の認証、第三者評価基準の策定、第三者評価基準結果の公表等を行う。  
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「福祉サービス第三者評価事業」の推進体制  

助成・勤畠  

全立社会橿祉協講会  都遍府県推進鯛■  

主調社会埴軋盤議会に評筍事饗■及協議会及び  
評価■饗場委員会を設■  

以下の▼縄き事h   

：‾．・駆仇嘱花道趨■し喝するガイドラインの¶甘・受   
斬L即すること  

こ‾）福祉サービスれ云●押伽闇碇旺刀イトラインの欄   
定・酬に間するこ亡  

打電組乃－ビュー三●評価i事ガイトラインの¶覆・   
更新〔＿喝すること  

：二）鴇杜サービスれ三郎平電場雫のク上井ワイドラインの   
■モ・t斬LⅦするここと  

こ）押醐色事■旦研疇等モデルカリキ】ラムの作牒ト   
■断モの他評価椚義●■煎研咋に一Ⅶする∴と   

：‾）温祉サービス勢三●押¢事繋の酋長啓発に▲間するこ   

こ「その他穐祉サービス第三■押密事tの電鼓L喝する   
こ亡  

華逼佃頻、鮎凋伺帰社会臨社脇譲藷、公益法人又  
はザ週内嘱か也当と諌める団体とする  

染三色評価機間認証委員余  
第三者評価損楓  

つ弔三三曹絆缶横間の葦鉦  
（コ第三●押億事■に間する旨憫等への珂恥  

「：きの髄鞘三；書評砺事■の花道  

梁三占評価i揮等委員会  

（：▲第三●押価i♯扱こチ畿三義騨囁の手法の≠せ・   
筆斬  

（：）辞職前島義■喋研樽及び評価椚鐘●絶域研陣の   
半島  

亡）弔言t脚価申tに喝する間鴨クよ間取乙増設警発   

（1観≡書膵優枯雫の之雄琴  

福祉サービス事業者  

†利   
用   
申   
込  

●憫絹浣供  

－
 
 
 
1
 
 

サ
ー
ビ
ス
左
隣
 
 

W A M N E T（襖三者評価事業に関する情報の渦動）  

l 

▲  
榊珊用  

用  者  家  利  
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「福祉サービス第三者評価事業」の   

保育所における受審の状況  

受訝年数  
受審率  

H17年度   H18年度   H19年度   H17年度   H18年度   H19年度   

社会福祉施設等  1，766   Z155   3，αは   1．8乃   2．2胡も   3．1ア0  

うち保育所   529   6即   977   2封％   2．86％   4．2飢   

※受審率＝1て、各申0月1日時点髄湧出（平成柑年鹿馳平成柑年鹿触）  
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抜粋）  
（平成20年5月20日社会保障審議会少子化対策特別部会）   

2 サービスの量的拡大  

（1）「質」が確保された「量」の拡充  

○ 次世代育成支援に対する財政投入全体の規模の拡充が必要であるが、緊急性の高さや実施や普及に時間がかかることを  

考慮し、とりわけサービス（現物給付）の拡充に優先的に取り組む必要がある。   

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

○ 育児休業の取得促進には育児休業給付が重要であるなど、現金給付についても議論が必要である。  

社会保障国民会議 最終報告（抜粋）  
（平成20年11月4日社会保障国民会議）  

3 中間報告後の議論  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点  

③ 国民負担についての合意形成  

少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位置づけを明確にした上で、効果的な財源投  
入を行うことが必要。  

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨年末、「子どもと家族を応援する日本“重点  
戦略”」において、1．5兆円～2．4兆円と推計されているところ。  

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの質の維持・向上のためのコスト、社会的養護など特別な支援を必要とす  

る子ども達に対するサービスの充実に要するコスト、さらには児童手当をはじめとする子育てに関する経済的支援の充実も、緊急性の  
高い保育をはじめとするサービスの充実の優先の必要惚こも留意しつつ併せて検討すべき。  

少子化対策は「未来への投資」として、国、地方公共団体、事業主、国民が、それぞれの役割に応じ、費用を負担していくよう、合意  
形成が必要。   



妊娠・出産・子育てに関連した経済的支援  

○ 妊娠・出産・子育てに関連した経済的支援としては、  

・「出産育児一時金」…出産費用の負担軽減  

・「出産手当金」「育児休業給付」‥・産前産後休業・育児休業中の所得保障  

・「児童手当」‥■児童を養育する者に対する手当  

が主なものとなっている。   

○ 育児休業（給付）や短時間勤務等の措置は、保育サービスと必要性・量等の面において表裏の関係にある。   

「●－‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾■‾‾ 

l ：妊婦健診兼用の‡  

…  

光触診費用の■坦軽姐こ向け  

！（努力義務）璃苧見直しを柵中  
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妊婦健診の公責負担の拡充について   

血塾  

○ 妊婦が、健診費用の心配をせずに、必要な回数（14回程度）の妊婦健診を受けられるよう、公費負担を拡充。   

○ 現在、地方財政措置されていない残りの9回分について、平成22年産までの間、国庫補助（1／2）と地方財政  

措置（1／2）により支援。  

＜現状＞  く拡充豪＞  
「‾‾■‾  ‾ ‾－‾‾ l  

［コ帥補助  

口地方柵檜t  9回  

［市雷諾琵芸完成 ］  
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子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて  
（今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書 平成20年7月1日）  

今後の両立支援の基本的な考え方  仕事と家庭の両立の現状  

○就労している女性の約7割が第1子出産を機に退   

職   
※女性の育児休業取得率は7割超   
※「仕事を続けたかったが仕事と子育ての両立の難しさで辞め   
た」女性労働者が多い。  

○育児休業後に両立を続けられる見通しが立たない  

○育児休＃からの復帰後も継続就業しなが   

ら子育ての時間確保ができる働き方の実   

現   

＝ 保育所への送り迎えが余裕を持ってできる   

※ 育児のための短時間勤務の導入企業は約3割  

○全ての企業の労働者が育児期に栢暗闇勤蘭   

が選べるようにする必要  ○男性の育児へのかかわりが十分とはいえない   
※休業取得率は0．50％に過ぎない。一万、育児休業を取得し  

たいと考えている男性労働者は約3割  

○男性の家事・育児分担の度合いが低いため、妻の   

子育て不安が大きく、少子化の一因となっている   
※男性の家事・育児分担の度合いが高いと、妻の出産意欲が高い  

○父親も子育てにかかわることができる働   

き方の実現  

○父親の育児休業取得などの育児参加を促   

進する必要  

○父母と子どもとの時間が十分にとれない  
○労働者の子育て・介護の状況に応じた両   

立支援制度の整備  

○労働者の子育て・介護の状況はさまざまであり   

状況に応じた利用しやすい制度とする必要  

○家族の介護等のために5年間で約45万人が離転   

職  

○要介護者を日常的に介護する期間に、年休・欠勤   
等で対応している労働者も多い  

子育てや介護をしながら働＜ことが普通にで  

きる社会への転換  

父母と子が接する時間も多く取れるようになる。  

現行の育児・介護休♯法では十分に対応できてい  

ない。（長期の休業（1歳までの育児休業や93日間の  
介護休業）が制度のコア）  

にかか  b絨競集しながら子1  

ができる■虐方の奏覆  儀唐方の稟議  

○専業主婦の方が子育てへの不安感を抱えていることが   

多いこと等も踏まえ、配偶者が専業主婦（夫）等であっても   
夫（妻）が育児休業を取得できる中立的な制度にするべき  

（出虚纏81間の父暮の書体取書促■）  

○出産後8週間の時期の父親の育児休業を「パパ休暇」と   

して取得を促進し、この間に取得した場合には再度の育   

児休業の取得を認めるべき。  

†短榔■■及び新盤外労■免■）  
○父親と母親が保育所への送り迎えを余裕を持ってでき、子育   
ての時間確保ができるなど、育児休業を取得した後の働き方を   

見通すことができるよう、柔軟な働き方を選べる雇用環境を整   

備していくことが重要。  

○子を養育する労働者からの希望が高く、子育ての時間確保を   
容易にすることができる短時間勤務と所定外労働の免除につ   
いて、3歳に達するまでの子を養育する労働者に関しては、原   
則としてどの企業においても、労働者が選択できる制度とする   
ことが必要。  

（在宅撼）  
○在宅勤務制度（テレワーク）を子育てや介護と仕事の両立に資  

する制度として、勤務時間短縮等の措置の一つとして位置づけ   

るべき。  

こ■！  

○父母がともに育児休業を取得する場合に、休業期間を現  
行よりも延長できるようなメリット（「／くパ・ママ育休プラス  

（育休プラス）」）を設けるべき。  

（期間は、ドイツ、スウェーデンの例等を踏まえ、2か月程度）  

（手の●】■休l■）  

○年5日の看護休暇を子どもの人数に応じた制度とするべき。  倭）衝立支橿憫塵の奏効性の櫨優  

（不利益取轟い）  

○短時間勤務等の申出等を理由とする不利益取扱いにつ   

いて、基準を明確化することを検討するべき。  

飴●の蠣決の仕組みの■毅）  

○育児休業の申出等に係る不利益取扱い等について「調   

停制度」等による紛争解決援助の仕組みを検討するべき  

糟尊蠣）  

○制度の周知徹底を図るとともに、父親の子育て参加、育   
児休業取得に関し、社会的なムーブメントを起こしていく   

ような広報活動等について検討するべき。   

（羊虚の■体取嶋暮件暮の1止し）  
○子どもが病気や怪我のため一定期間の療養を要する場合等に   

再度の育児休業の取得を認めるべき。  

○現行の介護休業（「長期の休業」）に加え、一日単位・時間単位   

などで取得できる「短期の休暇」制度を設けるべき。  

（鵜蘭1用■の休彙の曽及促▲）  
○育児休業可能な期間雇用者が、より一層休業を取得しやすく  
するために、休業取得要件をわかりやすく示し、周知を徹底  



主要国の児童手当、税制による子育て支援の比較  

イギリス   スウェーデン   ドイツ   フランス   アメリカ   
支給対象  ・16歳末溝の児土（全日制  ・16歳未満の児土（多子割  ・柑歳末謁の児玉（失業者  ・20歳未満の児土   

日 本   
りト学校修了までの児土  

教育又は無報酬の就労  ・第1子から  
訓練を受けている場合は  
20歳未満）  支給対象）  ・第1子から   

児  ・第1子から   ・第1子から   

支給月続  ・第1子 遇£18．10（月額換  ・子1人当たりS［Kl，050（約  ・第3子まで15俺（約2．3万  ・第2子119．13（（約18万  
（2007年）  ♯約1，7万円）   1．7万円）   円）   円）、第3子以降152．62  3歳まで 月10，000円   

童  ・第2子以降 遇£12．10（月  ・多子割増手当   ・第4子以降179モ（約2．7万  モ（約2．3万円）  制 度 な し  
頼換算約1．2万円）   2人＄EKlOO（約0．2万円）  ・11歳以上の児童には加  ・第2子まで月5．000円  

3人SEK454（約0．7万円）  算（11～15歳33．51（（約  ・第3子以降月一肌000円  

手  4人S［Kり†4（約2．1万円）  0．5万円）、18歳以上59．57  

5人SEK2．363（約3．8万円）   モ（約0．9万円）  
非被用者780万円未満、被  

当  な し   な し   なし（ただし、所得が大きい場  な し  用者860万円未漕（夫婦、  
合には税の控除が適用）  子2人の世帯）  

財 源  ・全編国庫負担   ・全額園庫負堰   ・全額公費負担（連邦政府  ・国、地方公共団体及び書  
74％、州政府及び自治体  
26％）   

業主拠出金（拠出金率  
年金や医療保険充当分  0．13％）   

を合わせ税率7．5％）  

とられてい  ■児暮税額控除制鹿   な し   ・児童扶養控除   ・n分n乗方式により、子ど  ・児童税控傾   ・扶養控除  
る措1  児土手当の支給対象と  扶♯する児暮1人当たり  もの多い世帯ほど税負  17歳以下の扶養児土1人  扶養家族1人当たり38万  

なる子どもを養育する家  5－808モ（約86．5万円）の所  担が軽減（1946年より導  当たり1．000＄（約11了万  円（所得税）、33万円（住  
庭に対し、最大、1家庭当  得控除（両親がいる場  入）   円）の税額控除（夫婦の  民税）が所得控除。（16・－  
たり£545（12．0万円）及び  合）。児土手当よりも控除  所得が110．000＄（約1，287  23歳の扶養家族につい  
児圭一人当たり£1即5  

税  
税額が大きくなる場合に  万円）までの世帯、それ  ては25万円控除額が割  

（40．6万円）を税額控除  適用。（児土手当は一旦  以上の場合は控除額が  
（所得額が増加すると控  全員に支給され、児土扶  所得に応じて逓減）  
除頼は減少し、£58．000  書換除の適用について  
（約1．276万円）を超えると  

・扶事家族課税控除  
は税の申告時に精算さ  扶養家族1人当たり3．100  

適用がなくなる。）  れる。）  ＄（約36万円）の所得控  

児土手当と  ・1975年に児土手当と児童  ・1948年にそれまでの児暮  ・1995年に児暮手当と児童  ・n分n東方或は1g46年に  

措置との関  土手当を第1子から支給  手当制度を創設（児土手  入、頼も引上げ   手当制度と併存）   では500＄であったが  
係」陸捕  （以前は第2子から）  当制度に一本化）   ・かつて、1g75年に児童扶  2003年に1．000＄に引き  

・その後、新たに児童税額  養控除を廃止し、児童手  
控除制度が創設（児童手  

上げられ、2004年に適  
当を第1子から支給（以  

当制度と併存）  前は第2子から）したが、  
用期限が2010年まで延  

1983年に児童扶養控僑  
が復活  

制                                                                                                      児童税控除は2002年ま   

（注）換算レ‾トは、1ドル（＄）＝117円、1ユーロ（モ）＝1仰＝ボンド（£）＝220円、1スウェーデンクローネ（＄［K）＝16円（平成1昨ト6月の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場れ41   

次世代育成支援の社会的コストの推計（給付の類型及び現金給付・現物給付別分類）  

現金給付  現物給付  

行 給 付】  【追加所∃  
6              育出 児産  

休手 業当  〔放言墓誌；  

給金  
2，000   

円1兆300億円  

※推計の前提にしたがって保育（現物給付）と育l  

E円》   機械的に割り振っているが、両者を切れ目なく支  
よってはこの振り分けは変わってくることに留意。   

【現 行 給 イ  二  

児童手当  幼稚園  
児童扶養手当  i 

特別児童扶養手当   
出産育児一時金   

2兆600億円  億円  

】  

円  

6    行給付】  

妊婦健診等  
各種地域子育て支援  

各種児童福祉サービス  額   
放課後子ども教室  

b       加        所 事         】   

1，800億円  

邑3，400億円  00億円   

Ⅰ親の就労と  

子どもの育成  

の両立を支え  

る支援  
300億円  

《1兆3，100億円  
→2兆3，900億円～3兆3，1  

児休業給付（現金給付）に  

接する仕組みの設計に  

Ⅱ すべての子  

どもの健やか  

な育成を支える  

対個人給付・  

サービス  

《2兆5，700億円→2兆8，300億  

Ⅲ すべての子   

どもの健やか   

な育成の基盤   

となる地域の取   

組  

《4，500億円→6，300億円》  

→2兆5，400億円－2兆8，100億円》  →3兆2，900億円－3兆9，600億円》 142  

＋▼－▼1    ′ ▼・   



支給額、支給対象年齢について各種の前提をおいた児童手当給付額の機械的試算  

（支給対象年齢の児童に対する支給率をおおむね90％として試算）  

支  給   額  

第3子以降10，000円  一律2万円   一律3万円   

（現行）   

現行 第1子、第2子5，000円  3歳末弟児一律10，000円  一律1万円  
支  

1兆500億円  1兆5，400億円  3兆800億円  4兆6，200億円   

給   《＋4，900億円》  《＋2兆300億円》  《＋3兆5．700億円》  

対 象  
年   1兆2，700億円  1兆9，300億円  3兆8，500億円  5兆7，800億円   

中学校卒業まで          齢  《＋2，200億円》  《＋8，800億円》  《＋2兆8－000億円》  《＋4兆7，300億円》   

（参考一支給対象年齢の児童全員に支給した場合）  

支   （現行）   1兆1，600億円  1兆7，100億円  3兆4，200億円  5兆1，400億円   

給   

対 象  

年   1兆4，000億円  2兆1，500億円  4兆2，900億円  6兆4，400億円   
中学校卒業まで          齢   《＋3．500億円》  《十1兆1，000億円》  《＋3兆2，400億円》  《＋5兆3，900億円》   

143  

6－4．少子化対策に関する優先誹優性別／年代別  零書蓼  

■ 少子化対策（子育て支援）に関して優先的に対処すべき課暢を確認したところ、「育児休業や育児期の短時間勤務を取得しやすくする」（44％）、   
「仕事と子育ての両立を支えるサービスの嵐・賞の充実」（42†。）、「利用者ニーズに即応したサービスの提供」（4000）が多く挙げられており、仕事と子育  
ての両立を支雉するサービスの充実を求める人が多い様子。  

■ 性別でみると、多くの分野で女性の関心の高さが伺われるが、「出産・子育て時の一時金支給拡充」を俊先すべきと考える人は女性より男性が多い 
■ 20代、30代では「出産・子育て時の一時金支給拡充」「妊婦健診・出産や不妊治療への支援の拡大」を支持する割合が、他世代と比べると高い。  

少子化何十について【3つfで罰讐可）＜性別 年代別＞   
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（11／4第9回社会保障国民会議提出資料「社会保障制度に関する国民意識調査報告書」抜粋）  
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抜粋）  

（平成20年5月20日社会保障審議会少子化対策特別部会）  

4 財源・重用負担  

（1）社会全体による費用負担  

○ 次世代育成支援は、「現在の子育て家庭に対する福祉」としての側面のみならず、将来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発   
展の礎（未来への投資）という側面や、仕事と子育ての両立支援としての側面を有し、我が国の重要な政策課題である。新制度体系にお   
いて必要な費用負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支援が、こうした側面を有することを踏まえ、1（3）に示す基本認識の下、   

べきものであることを踏まえ、   
・ ・個人が 国地方自治体・幸美主、それぞれの役割に応じどのように費用を負担していくか．さらに踏み込んだ議論が必要である。   

（2）地方財政への配慮  

○保育所をはじめ子育て支援サービスの主たる実施主体である市町村の厳しい財政事情に配慮し、新制度体系への地方負担について財   
源の確保を図るなどにより、サービス水準を維持・向上させていくことを検討する必要がある。  

○ その際、地域特性に応じた柔軟な取組を最大限尊重しつつ、不適切な地域差が生じないような仕組み を考える必要がある。  
○ 公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要である。  

（3）事菓主の費用負担  

○ 事業主の費用負担を考えるに際しては、次世代育成支援の現在の労働者の両立支援としての側面、将来の労働力の育成の   
の側面などを考慮するとともに、働き方と関連の漂いサービスなど．個別の給付・サービスの日的・性格も考慮すべきである。  

（4）利用者負担  

○ 利用者負担について、給付費に対する負担水準をどうするか、その設定方法をどうするか等は重要な課題であり、低所得層が安心Lて   
利用できる ようにすることに配慮しつつ．今後．具仕的な議論が必要である。   

（5）その他  

○ また、給付に対する社会全体（園・地方自治体・事業主・個人）の重層的負担、利用者負担に加え、多様な主体による寄付の促進方策に   
ついても検討すべきである。  

社会保障国民会議 最終報告（抜粋）  
（平成20年11月4日社会保障国民会議）  

3 中間報告後の議論  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点  

（多 国民負担についての合意形成  

少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位置付けを明確にした上で、効果的な財源投入を行うこと  
が必要。   

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨年末、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議  
報告において、1．5兆円～2．4兆円と推計されているところ。  

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの賃の維持・向上のためのコスト、社会的養護など特別な支援を必要とする子ども達  
に対するサービスの充実に要するコスト、さらには児童手当をはじめとする子育てに関する経済的支援の充実も、緊急性の高い保育をはじめとす  
るサービスの充実の優先の必要性にも留意しつつ併せて検討すべき。   

少子化対矧ま「未来への投資止して、軋地方公共匿睡L事糞主、国民が、それぞれの役割に応じ∴費用を負担していくよう、含意形成が必  

墓」   

4 社会保障の機能強化に向けて  

（中略）   

また、制度に基づく給付・サービス以外に、国のみならず、地方自治俵が様々な形で握供する朴会保障に関わる給付・サービス  
がある。地方分権、担域住民のニーズを踏まえた地域の実態に即したサービスの実施という観点からは、このような施策にかかる  
財源の確保をどのように考えていくかも大きな課題となる。   

言うまでもなく、私たちの社会保障を守り、将来世代に負担を付け回しすることなく、信頼できる制度として次の世代に引き継  
いでいくためには、現在の社会に生きている我々国民がみな、年齢にかかわらず能力に応じた応分の負担に応じなければならないく   

社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、同時に必要な機能の強化を実現していくために、今回のシミュレーション  
の対象でない障害者福祉等を含め、ある べき給付・サービスの姿を元しし それを妻頚していくための改革の全体像を明らかにしな  
塑ら、必要な財源を妾雇的に確保してい〈ための改革に真剣に取り組むべき賠期が到来している。   

速やかに社会保庫に対する国・地方を通じた安定的財源確保のための改革の道筋を示し、国民の理解を得ながら具体的な取組に  
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（11／4 第9回社会保障国民会議 提出資料）  

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）  
（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）  

※下記の追加声片書戯に加云．慕盛年金に係る匿康1圭2割合の2分の1への引上げ分（消費税皐換暮1％程度（2（旧9年庫で23兆円））が必璽とな  

改革の方向性  2025年度  

（新たな施策）  必要額  
（公費ベース）   一ムノ   消費税率換井  l  

○税方式を前擢とする士一合  約15－31兆円   31／2－8％程度  

（⊃ネ土会保険方式を前提とする場合  

低年金・無年金書対策の強化  
・最低保障機能の強化  約2．9兆円   1％弱   

・基礎年金■の改警  
・受給権確尉こ係る槽1の強化  

（免齢の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収） 等  
医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施  
急性期医魔の充実儀化重点化在院日数の短縮化   

（スタッフの充実零）  
医療・介護  約14兆円  4％弱   

（地域色括ケア」訪問介護・訪間看護・訪問診療の充実等）  
在宅医療・介護の壌の整傭とサービスの充実  
〔グループホーム、小規捜多機能サービスの充実等） 等  

親の耽労と子どもの育成の両立を支える支援 （3歳末蔦児の保育サービスの利用率2〔l％・→38－44％）  

（学齢期（小1－3年生）の放課後児tクラブ利用率1g％－→80％）  
′（出産前後に希望どおりに縦横競業でき、書児休業を取得  1子の 約16－2．5兆円  04－06％程度  

（第出雇前後1線続就業率38％→55％））  
すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  

（望ましい受診回数（14匡l）を確保するための妊鵬診の支援の充実）琴  

O税方式を前提とする場合  約31－48兆円   8－12％程度  
合計  

o社会保険方式を前提とす  約1g～20兆円   5％程度   

社会保障の 機能強化に加え  9－13％程度  

基礎年金の  
国庫負担割合 引上げ分を加味   6％程度   

（注1）「社会保障国民会濾における桟討に資するために行う公的年金制度に蘭する定丘的なシミュレーション」、「社会保陣国民会議における捜討に賛するために行う医療一介護費用の   

シミュレーション（B2シナリオ）」嶋に基づく。練済机攫は「ケースⅡ－1（医療の伸びはケース①）」を用いた，  

（注2）少子化対策lこ係る追加費用については、「子どもと辛無音応欄する日本」1点職昭において示した次世代★成支捷の社会的コストの推断を墓に、現行の関連する制度の公費負担   

劃合を当てはめて手出した∴なお。ここには児童手当篭の繰濱的支捜の拡充に蓼する貴用は計上していない（  
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仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を  

ービスの社会的なコストの推計   
児童・家族関連社会支出額（19年度推計）  

約4兆3，300億円  
（対GDP比0．83％ 欧州諸国では2－3％）  

推計追加所要額1．5－2．4兆円  
（Ⅰ約1兆800億円～2兆円 Ⅱ2．600億円 Ⅱ1，800億円）  

十 親の就労と子どもの育成の両立を支える支援  

関連社会支出額（19年度推計）約1兆3，100億円 ＋＞追加的に必要となる社会的コスト 十1兆800億円～2兆円  

○未就学児のいる就業希望の親を育児休業制度と保育制度で切れ目なく支援（特に3歳未満の時期）  
・第1子出産前後の継続就業率の上昇（現在38％→55％）に対応した育児休業取得の増加  

・0～3歳児の母の就業率の上昇（現在31％→56％）に対応した保育サービスの充実（3歳未満児のカバー率20％→38％、年間5日   

の病児・病後児保育利用）  

・スウェーデン並みに女性の就業率（80％）、保育（3歳未満児）のカバー率（44％）が上昇、育児休業や保育の給付水準を充実した   

場合も推計  

○学齢期の子を持つ就業希望の親を放課後児童クラブで支援   

t放課後児童クラブの利用率の上昇（現在小1～3年生の19．0％→60％）  

Ⅱ すべての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス  

関連社会支出額（19年度推計）約2兆5，700億円 ＋＞追加的に必要となる社会的コスト ＋2，600億円  

○働いているいないにかかわらず一定の一時預かりサービスの利用を支援  

・未就学児について月20時間（保育所利用家庭には月10時間）の一時預かり利用に対して助成  

Ⅲ すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  

関連社会支出額（19年度推計）約4，500億円  ＋＞ 追加的に必要となる社会的コスト 十1，800億円  

○地域の子育て基盤となる取組の面的な推進  

・望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実・全市町村で生後4か月までの全戸訪問が実施  

・全小学校区に面的に地域子育て支援拠点が整備・全小学校区で放課後子ども教室が実施（「放課後子どもプラン」）  
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※「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、取組が進んだ場合に達成される水準として設定される10年後   

の数値目標と整合をとって試算している。  

※これは、現行の給付・サービス単価（利用者負担分を含まない）をベースにした試算であり、質の向上、事業実施主体   

の運営モデル・採算ベース、保育所や幼稚園の保育料等利用者負担などの関係者の費用負担のあり方等については   
勘案していない。  

※児童虐待対応、社会的養護や障害児へのサービスなど、特別な支援を必要とする子どもたちに対するサービスの費   

用の変化に関しては、この推計には含まれていない。  

※これは、毎年ランニングコストとしで恒常的に必要となる額を推計したものであるが、これらのサービス提供のためには、   

この恒常的な費用のほかに、別途施設整備や人材育成等に関してのコストを要する。  

※現在の児童数、出生数をベースにした推計であり、この費用は児童数、出生数の増減により変化する。なお、3歳未満   

児数でみると、平成19年中位推計では現在と比べて10年後で8割弱、20年後で約3分の2の規模に減少するが、国民   
の結婚や出産に関する希望を反映した試算では10年後で95％、20年後でも93％の規模を維持する。  

※児童手当については、別途機械的に試算。  
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次世代育成支援に関する給付・サービスの章用構成  

○平成19年度児童・家族関係社会支出（予算ベースの推計値4兆3，300億円）に関して、国、地方公共田   

休、事業主（保険料事業主負担及び拠出金）、被保険者本人（保険料）に分けて、費用負担の状況を推   
計したもの。  



次世代育成支援に関する給付・サービス（児童・家族関係社会支出）の  

日 本   

2003年度（日本は2007年度予算ベース）  

スウェーデン  ドイツ  フランス  
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少子化対策の負担に関する国民意識①  

○ 少子化対策に関しては、年金・医療・介護に比べ、拡充のための負担増をやむを得ないと考える国民が多い。  

（：垂：）  
給付と■超の／くっンス  

少子化対策  

少子化対策（手書て支撞）の■世のあり方  ■負担t■らす  

ー世のt■加止やむ書冊ぢLl   

モの瞳  
■大■な■捜の■鳳㍍鴫馴帰しl   
わからりい  全腑2000）  

ンー給付水準塵保つために、ある捜丘の■担増加はやむを樽ない」と   
考える人が最も多く4】’。大別すると、■担増について較㌻け■〕竺）⊂・・i   
読‘∴lL■－となっている。  ■公が支捜すべさ敵  

相応の負担増lよやむを冊ない  宵多少の負担増はやむき樽なLl  

ロモの地   
給付と■担の／くランス  

ン「拡充を図るべきであり、そのために多少の負担増となることについては   
やむを得ない」と考える人が丑も多く42ヽ。  

ン少子化対策のための負刊封皆Ll「て、香淀tす三ノ、り、過半軒を起沃   

，‘1J七なっており、反対する人を25ポイント上回っている。  

■■停l■ご■▼  

員柑のt●山一Jやむを嶋ない  

モの輪  
■大■む■…加もやむモ岬毛れl   
わからちい  掴）  

ンl給付水準を保つために、ある程度の負担の坤加はやむを得ない」と   
考える人が最も多く41ヽ．，  

ン負担増に関して、大別すると、セi■∵牛ト＋わ戊㌣1十イ裾－＝．ている。∈  

“‾‾‾－‾ 
蔓  

旨 1き  

給付と▲担のバランス  

■■帽t▲らす  ■壌集ビぉりの■  
舶鴨を削い   ■珊醐 

迎  

′一線付水準を保つために、ある程度の負担の増加はやむを得ない」と  
考える人がtも多く37†ら。はいて「給付水準をある程度下げても、  

従来どおりの■担とすべき」と回答した人が30＼。  

ン負担増に関して、大別すると、毎∴一 ｝－、弟rf▲7 い七なっている。   

（11／4第9回社会保障国民会議提出資料「社会保障制度に関する国民意識調査報告書」抜粋）   
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少子化対策の負担に関する国民意識②  
○ 社会保障制度の中での少子化対策の緊急度については、若年世代に強く認識されているものの、  

すべての年代を通じては、緊急度を強く認識されているとはいえない。  

社会保障制度総論   
2－3．書榊廣闇の対策緊急鷹比較 年代劇  

■ 50代以下では、r年金制鹿」が緊急に取り組むべきものとして一書に挙げられている。   

■ 20代、30代の若年書では、「少子化対策」が「年金制度」に次いで対策が緊急に必要な分野と考えている。   

■ 「介護制度」「医療制度」については、年代が高くなるほど緊急に取り頼むべきと考える人が多くなる。  

■繁■にゃり組むべき分■－全1ホ（n＝2．【DO）  ‾「での分項手景▼、〟eh一対上′lノ：≡i憾去ノ≠ ）いTせ P22～を謂直上  

t用支鰻策 介I■M度 医療制度 少子化対策  年金制度  

■紬代（n三288）  

■叩代（n三和0〉  ■30代（n＝3引）  

■80代以上（n＝29）  ■ヰ0代く∩＝う08）  

■50代（n＝355）  

十－■■●十■■→■一・・・・・・・・・・・■■■■■●－・・・・・■l ■  
M  （11／ヰ第9回社会保障周民会譲捷出資料「社会保障制度に関する国民意識調査潮青書」最粋）  
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社会保険による次世代育成支援に関する主な議論   

○ 次世代育成支援関連の給付を、社会保険の対象とし、妊娠・出産・子育てを給付原因となる保険事故と  

する場合、以下のような議論（利点・課題等）がある。  

【社会保険による場合の利点尊】  

○ 社会全体、幅広い■の国民で費用を■担できる。  

○ 負担と給付の関係が見えやすく、給付の増大に対応  

した負担増について合憲が比較的紳やすい。  

○ 所得水準に応じたきめ細かい負担の投定が可能。  

○ 所得水準に応じた給付が可能。（¢×育児休業給付）  

【社会保険による場合の課題等】   

○ 出産・子育ては、親の選択・裁量によるものであり、  
いわゆる「保険事故」としてなじまないのではないか。   

○ 子を持つ意思のない者や、高齢者など、給付を  
受ける可能性がない又は低い青も多数存在し、  
そうした着から保険料として負担を求めることに妥当性  

や納得性があるかどうか。   

○ 我が国の社会保険制度は、負担を行わない者に対  

して、一定の給付制限を行うのが一般的であるが、  
次世代育成支援においては、親の未納に対して子に  

不利益が及ぶ点をどう考えるか。   

○ 保険料徴収に関する課題  

※「保険事故」‥・生活のための所得を減少もしくは喪失させる事故、またはその所得をもってしては賄いきれないような失費を発生させる事故であ  
り、その発生が保険給付を行う原因となるもの。その発生が偶然であること（発生の可能性は推察されるが、その発生の態様あるいは発生の時期  
について予測しえないものであることを必要とする。）。  
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社会保険以外の社会連帯による次世代育成支援の例  
－ フランスの全国家族手当金庫lこよる家族政策の展開 －  

○ フランスにおいては、次せ代育成支援に関する施策を「全国家族手当金庫」を中心に運営。   

○ その特色としては、  

（丑l圏・事業主・個人といった各主体の拠出により社会全体で着用を支えている  

②運営が、行政の一方的意思¶まなく、運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）との  
合意に基礎を置く「契約」により定められている  

③運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）には、事業主・被保険者（個人）等の関係者  

代表を構成員とする「理事会」が置かれ、意思決定・執行を行っている  

点が挙げられる。  

2．意思決定機構  
O「全国家族手当金庫」、各県の「家族手当金庫」のいずれにも、事業主・被保険者その他の関係者代表から構成される   

「理事会」が置かれ、「理事会」を最高意思決定機関・執行機関として運営。  

3．事業内容  
（1）法定給付  

○ 各県の「家族手当金庫」が法定給付を各家族に対し支給。（主なものは、乳幼児迎え入れ手当（休業中の所得保  

障・保育費用補助））   

（2）社会的事業  

○ 各県の「家族手当金庫」が自治体を通じ、各種保育施設の施設整備費、運営費に対する補助等を実施。  
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フランスの全国家族手当金庫による家族政策の涜れ  

「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」における  

次世代育成支援関連給付■サービスの体系的整理  

平成19年12月にとりまとめられた「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」においては、現行の次世代育成支援  

に関連する給付・サービスについて、それぞれの給付・サービスが担っている機能に着目し、以下のように整理。  

支援の内容（典型的なもの）  

片働き家庭  共働き家庭  
親
の
就
労
と
子
ど
も
の
 
 

育
成
を
支
え
る
支
援
 
 

（t用政策）育児休♯（給付）、短時  

W勤務制度等  

（福祉政策）保育 放課後児暮クラブ  

（
対
個
人
給
付
）
 
（
対
集
団
支
援
）
 
 

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
 
 

支
援
 
 

（現物給付）一時預かり（現金給付）出産・育児一時金 児童手当  

健診一全戸訪問  子育て支援拠点  放課後子ども教室  

（第5回基本戦略分科会（平成19年10月）資料より抜粋）  
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現状の主な次世代育成支援施策に関する費用負担と考え方  
制度区分・  

給付サービス名   
費用負担   現行の費用負担の考え方   

育児休業給付  ・雇用保険の保険事故（失業や失業に準ずる雇用継続が困難な  

状態）は、労働者及び享糞羊の双方の共同連帯により対処すべき  

事項であることから、労使折半により負担。  
・また、保険事故である失業が政府の経済・雇用政策とも無縁では  
左く、その責任の一端を担うべきであることから、一部を国産負担。  
（育児休業給付については、それに準じた取扱い）   

保育所   
／臨］  

（※憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の  

生活」を保障するものとして制定）を維持するための費用の裏付けをすること  

により、帰室に対する公の香住を果たそうとするもの。  

・なお、公立保育所については、地方自治捷が自らその青任に基づいて設  、：」う店頭－′刷   足していることにかんがみ、平成16年度から一般財源化。   

児童手当   

l被用書（3膿末弟）ll織田彙rご箋■以上1【   

・児童の健全育成・資質向上を通じて、将来の労働力確偏につなが  
ることから、被用者に対する支給分について、圭蓋主もー定の負担。  

※ 上記の考え方を基本とした上で、平成12年・16年・18年の改正により支給対象とされた  
分（3歳以上）については、所得税の人的控除の見直し等により財源が賄われた催緯から、  
事業主の負担を求めていない。   

【所属庁10／10】 【国・県・市各1／3】   

児童育成事業   地域倖展の福祉に密接につながることにより、也去もー定の負担。   

現存及び将来の労働力確保 ／／／事   の観点から、圭蓋主もー定の負担。   
保育・一時預かり・地域子育て  ＼J   
支援拠点等）   

′∃ 【酎′2、市1′2】   次世代育成支揺対策推進法に基づく措青の推准の一環として、   
次世代育成支援対策交  ′  凰の負担による補助を行うもの。   
付金（延長保育・全戸訪問 事業・ファミリーサポートセン  

ターキ葉等）   

：氷1tエ上、郁】且 肝帯はl輝」と、巾P】呵ほl巾」と衣古亡 l   
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盟 ⊂⊃   l  ′‾ヽ 警l  l   讐l  注I  ′‾ヽ 空l  警l  J■ 亡○  亡l⊃ 凹  l  絹                          ⊂⊃  

’ 
□  妄二二ご・‡  く▲⊃ （＝＝〉 ⊂＝〉  章二  ロ  （＝⊃ く▲⊃ ⊂＝〉 ⊂＝〉  □   ロ  二…  ⊂＝， q〇 ⊂＝〉  

く＝⊃   

※
一
）
陪
陣
苅
ヰ
望
削
暗
檜
（
閣
躊
諸
掛
昨
日
）
再
－
看
守
翰
詩
仙
ぎ
バ
r
′
か
汁
芦
群
幹
苅
■
望
崗
暗
樽
8
雁
寧
〓
汁
か
藩
学
．
 
 

※
N
）
渚
律
詩
蘭
臨
朴
寧
‖
蛮
ヰ
か
諺
ヰ
・
ヰ
一
花
と
〓
J
L
′
バ
再
ノ
諦
≠
彗
‖
J
〓
｛
r
舛
些
〓
計
〓
バ
彗
遜
柑
炒
箇
蘭
日
脚
≠
針
 
 
 

柚
さ
パ
ワ
か
芦
｛
8
存
8
ヰ
1
篤
と
〓
J
「
ノ
バ
声
調
好
称
き
か
ぎ
｛
ウ
付
r
ノ
．
 
 

※
e
〕
旬
…
一
－
丁
ヰ
弐
－
丁
托
ふ
⊥
〓
J
T
｛
戸
ヰ
一
代
ン
8
滞
蒙
禅
柑
曲
什
塑
遜
斗
柑
仙
台
或
8
淋
蔀
智
寧
〓
粛
か
檜
遜
隻
 
 
 

好
守
諸
♯
熟
相
浦
汝
器
材
奇
妙
8
茸
静
什
仙
ぎ
バ
訪
戸
ヰ
一
花
封
塑
遜
皿
宰
〓
罰
か
輪
率
汁
肘
計
軍
‖
彗
遜
曲
掛
声
 
 

※
£
静
弊
藩
囁
8
め
檜
辞
琴
捏
－
落
匿
輸
▲
汀
眈
ぎ
バ
r
ノ
か
洋
芦
計
甲
丑
3
抄
線
審
熟
8
ゆ
固
欄
苗
国
静
（
N
0
0
回
＼
≡
也
0
0
）
 
 
 

正
本
慧
蒜
こ
宗
こ
迄
壷
無
芸
彗
已
霊
諒
と
蓋
還
些
思
料
芦
 
 
 

対
瞳
詩
瑚
熟
軸
・
翠
〓
溺
ヰ
か
目
釘
帝
耳
・
ヰ
ー
〔
N
3
 
 

鈴
音
淋
S
妙
苗
塑
坤
什
彗
速
水
砂
防
 
 

（
セ
許
‥
痛
コ
）
 
 

茶
一
呈
■
庭
【
一
豊
洲
■
学
芸
迂
一
〔
i
■
序
）
d
白
澤
H
ン
「
｛
て
ん
 
 

160  



各制度の糞用負担の現状①  
一事業主負担の考え方－  

○ 医療・年金・介護等の各制度の考え方を見ると、おおむね①給付が直接・間接に事業主の利益につながる  
こと、②事業主の社会的責任等の観点から、事業主負担を求めている。  

制度   中腰1三負担の掛合の結締   明菜lミ軋拇の考え方   

披川音は健康保険に加人することに土牛∴阻陶工－士別鋲  
の不安が解消され、安心して働くことが川1経となり、その  
効架は暮11滑な恥能統凱こ勝一ノiする鵬iをイI－∴ また、被用苗  

政府曹邸  
制度発足咋 川“和2年．）亡け他桝tr の健康保持く一連やかな條病か11瑚阿裾が骨肋能事の牒闇潤  
鳩担割合 巨2）   をもたらサニととなり唯韮1三にヰ、利益が有メなどの考え方  

種廉保険  による雪。の、．その負担利和こついては、†ll基t放び労働甘  
が均等け．）負担を行うことにより、保椀避常をトtl滑公、l二に†J  
うことを倭国した外国の☆髄例の考え方を参考にl■■たこと  

等に上ろ   

制度発足時 川畑】2咋）・別更折■ト   榊lり労牡折半としている純分については政府曹餌健康保  
欄漉欄恰lノ3）   倹（政管）と川じ．ノなお、隠保組合のl！1iて的な逓営や躯葉  

組含曹準              以後変更なし、ただし、規約で定め  うミによる福利相当三の向1この鼠厳かL、規約に定める賜合（こ  
他東條険                  るところにより、解葵tの腋粧制合  ほ榔巌羊の負担凱含を増加ナることができることとしてい  

を咽カ‖させることが・け能。  つ′   

舷川甘は摩′巨iF無lニ加入十ることにより、老齢、糠街筍  
胴腔発址鴨 川挿IlT隼）ノ別吏桝1Ⅰ⊥  山小安せ側購＝′、女心して働くことが可能となり、そハ勃  

〔負抑制介 レ2）   某は 
悍t隼食  圭行舷用宮守．ヒヰ．に促倹料を肘司Lて負担することとされ、  

その他担測合（こついては、それぞれ2分l／）lずっとさh・た  
も出でオ）る 
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酵用保険のヰたる！拝某でぁる失業等給l引こ型り‾る酬Ilに  

・失華簡約イ・1‘に係る搬険料ヰ弓  ついては、保険粧放である失業が労儀者及び躯丑トの双方  
失果イ削矧剛腹発足l吋（附和22   吸盤岨並戯によって朴処す′、ミき躯項であるため、り一業トヒ  

隼）労使折！ト（鋸l用服†巨2）   被保険打とが折半して負担をしていろ。  

以後、変更なし  毛た、附肺弥姿ケして子i・われている棍川保険三月I巣に肇  

櫛用保険                      ・哺用保険1特製lニ係る保険料ヰ  する脾桐については．堀川上げ）確聞雌は．我がIj押）備州筒    食間Hや■針葉行動に鎚l対するところが多く、かつ脚馴企業  
嘱用保険制雁発足鶴1側㈲5∩   ′）弊ノ」によ一ノては解沢が困難なもゾ）であることか〔′、Ili紫  

隼）全棚！1一葉i三負担   l三の共同辿肺によ′jて対処することにより可i某tの社会的  

以後、変申／亡し   腋任の・搬を果たすとの考えノノから、邪某二lミのみり減損と  
していう   

制度発足時（昭和′17隼l  

・披川一郎こ対する給付山7′10  

・非掛川削こ対する締＝ト1た細公館亡l担  

昭和57隼改前略  呪潅－ト榊師乳性捜尭におけa盟鮎Jの経机触  
児硫f当  ・披川音に′）いて枯川給＝を創職  二之な紋旦、咽莱1．の正員削二密接に紡びりくl．♂）でふる  

乱世制令Hl什′川  ため、モ杵築－トにヰ．ノ托こう）の亀糾を求めていろ 

中正12年・・軌k16年改1＝咋  

・3歳以上の児廠に対する紆甘利こつき  

公館免租l－上り支給範囲を杜夫  

都2・甘披†矧険着り0歳以L二65鶴来溝  
山医環保険仙人甘）い升闇購険料点、・芳  

姐折半が原則く，ただし∴鯉麻保険料含明  比丘こと、老人医嫉か仁ノ介言斐保腕への移行によりゼ人  

介強保険     場合〝）矧焼酎け、鰯灘憮髄髄苅75築で1ヒ めとおり 
る、穐蛾仏と倹組合ごとに決める  

ニとが冊数  
その負担調和こ一〕いてIム第2与ヨ・紋付険者の介縄保険  

料Ii医糠付腕に1∴簗せで徴収きかており．1タ；増作険各  
法の規定に基づき聯足されることに上るレ   

【第11回「社会保障の在り方に関する懇談会」（平成17年7月26日）資料より抜粋】  
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各制度の責用負担の現状②  
一市町村に対する財政支援の状況－  

○ 市町村が主たる実施主体である各制度において、市町村の一般財源以外の財源（特定財源）による  

財政支援が行われている。  

制 度   市町村の一般財源以外の財源（特定財源）が占める割合   

保育所   私立‥・75％【市町村負担25％】 公立‥・0％【市町村負担100％】  

児童育成事業  
66％【市町村負担33％、事業主負担33％、都道府県負担33％】  

次世代育成支援対策交付金事業  50％【市町村負担50％、国庫負担50％】   

100％【市町村負担0％、保険料50％、国庫負担43％、都道府県負担7％】  

国民健康保険  （※医療給付費から前期高齢者交付金を除いた執こ占める割合の概観。詳細にみると、保険財政安定のため、国・都道府  
県・市町村はさらに公費負担を行っている。）   

87．5％【市町村負担12．5％、保険料50％、国庫負担25％、都道府県負担12．5％】  

介護保険  （※居宅給付費の場合。施設等給付兼の場合は、国庫負担が20％、都道府県負担が17．5％）   

75％【市町村負担25％、国庫負担50％、都道府県負担25％】   

障害者自立支援法  
（障害福祉サービス兼等）  

163  

次世代育成支援に関する利用者負担の現状  
（保育所の場合）   

○ 次世代育成支援に関する各サービスの利用者負担は、国の基準等を参考として、各市町村又は実施機関  
において定めるものとなっており、制度上、全国統一的に定まっているわけでない。   

○ 保育所について、国の基準等から推計した利用者負担額を見てみると、以下のとおり。  

【保育所】（1人当たり月額）  

年齢区分   費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1・2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3：7   

3歳児   5万円   2．8万円   2．2万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7800億円   7600億円   1兆200億円   4：6   

※平成20年度保育所運営費負担金予算（案）額を基に算出  
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持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた  

「中期プログラム」  
（1）「社会保障国民会議最終報告」（2008年11月4日）などで指摘さ  

れる社会保障制度の諸問題や「中福祉」のほころびに適切に対応し、  

その機能強化と効率化を図ることにより、国民の安心につながる質  

の高い「中福祉」を実現する。   

（2）社会保障制度の財源（保険料負担、公費負担及び利用者負担）の  

うち、公費負担については、現在、その3分の1程度を将来世代へ  

のつけまわし（公債）に依存しながら賄っている。こうした現状を  

改め、必要な給付に見合った税負担を国民全体に広く薄く求めるこ  

とを通じて安定財源を確保することにより、堅固で持続可能な「中  

福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。   

2．安心強化と財源確保の同時進行  

国民の安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」の実現に向けて、   

年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策について、基礎年金   

の最低保障機能の強化、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付・   

サービスの強化など機能強化と効率化を図る。このため、別添の工程   

表で示された改革の諸課題を軸に制度改正の時期も踏まえて検討を進   

め、確立・制度化に必要な費用について安定財源を確保した上で、段   

階的に内容の具体化を図る。   

3．安心と★任の′くランスの取れた財源確保   

（1）社会保障安定財源については、給付に見合った負担という視点及  

び国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に  

分かち合う観点から、消費税を主要な財源として確保する。これは   

税制抜本改革の一環として実現する。   

（2）この際、国・地方を通じた年金、医療、介護の社会保障給付及び   

少子化対策に要する公費負担の費用について、その全額を国・地方   

の安定財源によって賄うことを理想とし、目的とする。  

このため、2010年代半ばにおいては、基礎年金国庫負担割合の2   

分の1への引上げに要する費用をはじめ、上記2．に示した改革の   

確立・制度化及び基礎年金、老人医療、介護に係る社会保障給付に  

2  
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平成20年12月24日  

間 議 決 定  

Ⅰ．景気回復のための取組  

（1）世界経済の混乱から国民生活を守り、今年度を含む3年以内の景   

気回復を最優先で図る。このため、政府・与党においては、景気回復   

期間中に、減税措置及び定額給付金を税制抜本改革を前提に時限的   

に行うことを含め、当面、総額75兆円規模の景気対策（安心実現の   

ための緊急総合対策、生活対策及び生活防衛のための緊急対策）を   

着実に実施する。特に、景気後退の影響が大きい雇用、企業の資金   

繰り、生活者支援等の面で、様々な政策手段を適切に活用しながら、   

最大限の努力を傾注する。また、政府は日本銀行と一体となって適   

切な経済運営に万全を期す。  

（2）あわせて、世界の潮流変化を先取りした経済成長の実現に向け、   

日本の底力を最大限に発揮させる成長戦略を具体化し、推進する。  

1  

Ⅱ．国民の安心強化のための社会保陣安定財源の確保  

安心強化の3原則   

原則1．中福祉・中負担の社会を目指す。   

原則2．安心強化と財源確保の同時進行を行う。   

原則3．安心と責任のバランスの取れた安定財源の確保を図る。  

1．堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度の構築  

急速に進む少子・高齢化の下で国民の安心を確かなものとするため、  

我が国の社会保障制度が直面する下記の2つの課題に同時に取り組み、  

堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。  
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関係を明示する。具体的には、消費税の全税収を確立・制度化した  

年金、医療及び介護の社会保障給付及び少子化対策の費用に充てる  

ことにより、消費税収はすべて国民に還元し、官の肥大化には使わ  

ない。  

2．税制抜本改革の基本的方向性  

社会保障の安定財源確保を始め、社会における様々な格差の是正、   

経済の成長力の強化、税制のグリーン化など我が国が直面する課題に   

整合的かつ計画的に対応するため、下記の基本的方向性により更に検   

討を進め、具体化を図る。  

（1）個人所得課税については、格差の是正や所得再分配機能の回復の  

観点から、各種控除や税率構造を見直す。最高税率や給与所得控除  

の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給  

付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的取組の中で子  

育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する。金融所  

得課税の一体化を更に推進する。   

（2）法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化  

の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、  

課税ベースの拡大とともに、法人実効税率の引下げを検討する。   

（3）消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを  

明らかにする観点から、消費税の全額がいわゆる確立■制度化され  

た年金、医療及び介護の社会保障給付と少子化対策に充てられるこ  

とを予算・決算において明確化した上で、消費税の税率を検討する。  

その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等総合的な  

取組みを行うことにより低所得者の配慮について検討する。   

（4）自動車関係諸税については、税制の簡素化を図るとともに、厳し  

い財政事情、環境に与える影響等を踏まえっっ、税制の在り方及び  

暫定税率を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討  

する。   

（5）資産課税については、格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進  

展への対処等の観点から、相続税の課税ベースや税率構造等を見直  

4  
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必要な公費負担の費用を、消費税を主要な財源として安定的に賄う  

ことにより、現世代の安心確保と将来世代への責任のバランスを取  

りながら、国・地方の安定財源の確保への第一歩とする。   

具体的には、上記の社会保障給付及び少子化対策に要する費用の  

状況や将来見通し、財政健全化の状況等を踏まえて、税制の抜本改  

革法案の提出時期までに、その実施方法と合わせて決定する）  

Ⅲ．税制抜本改革の全体像  

経済状況の好転後に実施する税制抜本改革の3原則   

原則1．多年度にわたる増減税を法律において一体的に決定し、そ  

れぞれの実施時期を明示しつつ、段階的に実行する。   

原則2．潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているかなどを  

判断基準とし、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる  

仕組みとする。   

原則3，消費税収は、確立・制度化した社会保障の費用に充てるこ  

とにより、すべて国民に還元し、官の肥大化には使わない。  

1．税制抜本改革の道筋  

（1）基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置や  

年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見  

通しを踏まえつつ、今年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中  

的な取組により経済状況を好転させることを前程に、消費税を含む  

税制抜本改革を2011年度より実施できるよう、必要な法制上の措置  

をあらかじめ講じ、2010年代半ばまでに段階的に行って持続可能な  

財政構造を確立する。なお、改革の実施に当たっては、景気回復過  

程の状況と国際経済の動向等を見極め、潜在成長率の発拝が見込ま  

れる段階に達しているかなどを判断基準とし、予期せざる経済変動  

にも柔軟に対応できる仕組みとする。  

（2）消費税収が充てられる社会保障の費用は、その他の予算とは厳密  

に区分経理し、予算・決算において消費税収と社会保障費用の対応  

3  
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し、負担の適正化を検討する。   

（6）納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上と課税   

の適正化を図る。   

（7）地方税制については、地方分権の推進と、国・地方を通じた社会   

保障制度の安定財源確保の観点から、地方消費税の充実を検討する   

とともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在   

性が′トさく、税収が安定的な地方税体系の構築を進める。  

（8）低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進する。  

保と並行して社会保障の機能強化を図るとともに、コスト縮減、給  

付の重点化等の効率化を進める。  

（非社会保障部門）  

非社会保障部門全体として、国民のニーズ等の変化を踏まえつつ、  

規模を拡大しないことを基本とし、効果的・効率的な公共サービス  

の提供を進める。  

Ⅴ．中期プログラムの準備と実行  

準備と実行に関する原則   

原則1，経済好転後の速やかな施行のために、税制抜本改革の実  

施時期に先立ち、制度的準備を整える。   

原則2．国民の理解を得ながら「中期プログラム」を確実に実行  

するため、税制抜本改革の道筋を立法上明らかにする。  

．今後の歳出改革の在り方  

歳出改革の原則   

原則1．税制抜本改革の実現のためには不断の行政改革の推進と無  

駄排除の徹底の継続を大前提とする。   

原則2，経済状況好転までの期間においては、財政規律を維持しつ  

つ、経済情勢を踏まえ、状況に応じて果断な対応を機動的  

かつ弾力的に行う。   

原則3．経済状況好転後においては、社会保障の安定財源確保を図  

る中、厳格な財政規律を確保していく。  

（1）経済好転後の税制抜本改革等の速やかな施行のために、その実施時   

期に先立ち、改革の内容の具体化を進めるとともに、法案その他の制   

度的準備を整える。政府においては、経済財政諮問会議や政府税制調   

査会などで行われる議論も踏まえつつ、関係省庁が連携してそのため   

の検討に着手する。   

（2）2009年度（平成21年度）の税制改正に関する法律の附則において、   

前記の税制抜本改革の道筋及び基本的方向性を立法上明らかにする。   

（3）基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げについては、2004年  

（平成16年）年金改正法に沿って、前記の税制抜本改革により所要の   

安定財源を確保した上で、恒久化する。2009年度及び2010年度の2   

年間は、臨時の財源を手当てすることにより、基礎年金国庫負担割合   

を2分の1とする。なお、Ⅲ．1．（1）における「予期せざる経済変動」   

に対応する場合には、それまでの間についても、臨時の財源を手当て   

することにより、基礎年金国庫負担割合を2分の1とする措置を講ず   

るものとする。  

（了）  

6  

170   

（1）経済状況が好転するまでの期間においては、景気回復と財政健全化   

の両立を図る観点から、財政規律を維持しつつ、経済情勢を踏まえて、   

状況に応じて果断な対応を機動的かつ弾力的に行う。   

（2）経済状況が好転した以降においては、社会保障の安定財源確保に向   

けて消費税を含む税制抜本改革を実行していく中、景気の後退により   

悪化した財政を建て直すべく、厳格な財政規律を確保していく。   

具体的には、国・地方を通じ、社会保障、非社会保障の各部門につ   

いて、以下の基本的方針の下にたゆまざる改革を実行することとする。  

（社会保障部門）  

・「中福祉」に見合ったサービス水準を確保するべく、安定財源の確  
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r社食保障国民会津中間報告」及び「同会  
議最終報告」にI8かれた姿を基に作成  社会保障の機能強化の工程表  

200g  2010   2011   2012   2013   2014  2015  （～2025）  

漬改 正、順 次 実施  

・低年金・無年金者対策の推進  
（保険料免除制度の見直し、受給資格期間の見直し、厚生年金秦用拡大、保険料追彿の弾力1い  

・在■老齢年金制度の見直し等（一 高鈴音の就労に配慮した検討・実線）  
・育児期間中の保険料免欄（一 他の少子化対策と歩調を合わせて桟討・実施）  など  

・救急・産科等の体制強化  

小規模多機能サービス充実による在宅  

等の施設機能の強化  

急性期医療の機 能強化  

医師等人材確保 対策  

介護従事者の確  
保と処遇改善  

仕手と子育ての  
両立を支える  
サービスの質と  
iの確保  

「生活対策J、「5つの安心プ  

ラン」に基づくサービス基盤  
整備（2008～10）  

新たな制度体系の創設  
をにらんだサービス基盤   
緊急整備  

給付・サービスの整備  

2015年の姿  
r安心子ども暮金」の設t  すべての家庭に  

対する子育て支  
援の強化  

・保書所整備に加え、保育サービス  

捷供手段の多様化（家庭的保育、小  
規襖保育等）、供給拡大  
・一時預かりの利用助成と普及  
・訪問支援事♯や地域子育て支援  
拠点の基盤整備  など  

○すべての子ども‥子育て雲底に必要な総付・サービスを保  
障   

・休業中一所得保障（出産前後の継続就業率55％）   

・働きに出る場合一保育サービス（3歳末満児保育利用  
率38－44％）（”ン1、1ウ＝イン▲キ〉  

一雨給付は統合又は遺択・併用可能に（シームレス化）   
・働いていない場合一月20時Ⅶ程度の一時預かりの利  

用を支援   
・学齢児一触課後児童クラブ（低学年利用率6（〕％）  

→r小1の璧」の解消  

「安心こども基金」による保育  
サービスの井中重点整備  
放課後児玉クラブの緊急整備  
妊婦腱珍公乗員担の拡充など  

子育て支援サー  
ビスを一元的に  
提供する新たな  
制度体系の構築  

新制度へのステップとなる制度  

∵児j‖■址月．次世代5主の改王  

育児・介捜休業法の見直し  

新たな制度体系の制度設計の検印  法制化  

社会保障番号・  
カードの導入  社会保障カード（仮称）の実現に向けた 環境整備（実証実験の実施等）  

171   →2011年度中を目途とした聖人  




